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ポストコロナ期を迎え、我が国の景気は緩やかな回復が続くことが期待されている。また、イン

バウンド需要も急速に回復している。 

一方、中小・小規模企業を取り巻く経営環境は、物価上昇等に伴うコストの増加に加え、労務費、

人件費の増加分の価格転嫁が進んでおらず、収益の圧迫が懸念されるとともに、需要回復による人

手不足が深刻化している。 

商工会としては、厳しい経営状況にありながらもあらたなサービスや新商品の開発、生産性の向

上などに取り組む中小・小規模企業に対し、国や東京都の助成制度や融資等各種支援策を周知し活

用につなげるなど、きめ細かな伴走型支援を推進しているところである。 

東京都は、こうした厳しい状況のなか、日々経営改善に取り組む多摩・島しょ地域の中小・小規

模企業を強力に支援するための予算を引き続き十分に確保されるとともに、多摩の魅力を観光やビ

ジネスに結び付け多摩地域の持続的発展を支援されたい。 

本会は、東京都、国などの関係機関とこれまで以上に連携して地域経済・社会の発展に貢献して

いく所存であり、そのためにも地域にとってなくてはならない商工会の切なる要望を是非とも実現

していただきたく、２７商工会２万８千の会員の総意を持って強くお願いする。 

 

 

 



 

 

一.持続可能な発展に向けた中小・小規模企業支援    

１. 長期化する物価高騰等により深刻な影響を受けた中小・小規模企業への対策の充実と新た

な時代に向けた支援の強化について 

２．中小・小規模企業の事業変革に向けた新たな取り組みと事業の継続に対する支援の強化に

ついて 

３．税制の見直し等に関する国への働きかけについて 

 

二.小規模企業振興   

１．小規模企業への支援の更なる充実について 

２．商工会等を中核に支援力を強化した実効性ある支援体制の強化について 

３．中小・小規模企業の働き方改革の実施に対する支援の強化について 

 

三.観光振興    

１. 多摩の観光振興を推進する広域的なネットワークへの支援の強化について 

２. 多摩地域への観光客誘致について 

３. 多摩地域から羽田空港への鉄道アクセスの強化について 

４. 島しょ地域の活性化及び観光産業に対する支援について 

 

四.ものづくり振興    

１. ものづくり中小・小規模企業への支援の充実について 

２．中小・小規模企業の人材確保支援事業に対する支援の継続について 

 

五.多摩地域要望 

１．横田飛行場の民間利用促進について 

  ２．多摩地域都市基盤整備等の早期実現について  

 

六.島しょ地域要望  

１．島しょ地域の活性化支援策の強化について  

２. 離島航空路線の便数確保及び燃料への補助制度の支援について 

 ３．港湾施設等の整備について 

４. 小笠原空港の早期開設について                （詳細以下の通り） 
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一. 持続可能な発展に向けた中小・小規模企業支援 

 

１．長期化する物価高騰等により深刻な影響を受ける中小・小規模企業への対策の充

実と新たな時代に向けた支援の強化について 

（１）物価高騰や急激な円安によるコスト増の影響を受ける事業者への支援の強化 

長期化する原材料価格の高騰などにより、多くの中小・小規模企業は深刻な影

響を受けている。また、急激な円安により、原材料を海外から調達する企業への

影響も長期化している。さらに、需要回復に伴う人手不足と賃上げ圧力の高まり

により、中小・小規模企業においても、人手を確保するための防衛的賃上げを実

施せざるを得ない状況を招き、さらなるコスト増に直面している。 

東京都は、こうした厳しい状況に直面する中小・小規模企業に対し、制度融資

等における融資枠の拡大や緊急融資を実施するとともに、物価高騰対策のための

助成金や人手不足対策としての人材確保支援策の充実などにより、引き続き中小

事業者の経営を強力に支援されたい。 

また、中小・小規模企業の多くは大企業との下請取引を中心としているため、

依然として対等な価格交渉を行うことは困難な状況におかれている。そのため物

価高騰や賃上げによるコスト増加を適正に価格転嫁することができず、利益を圧

縮せざるを得ない企業も多く見られる。 

東京都は、国の下請取引適正化対策と連携し、取引適正化と円滑な価格転嫁の

実現に向けた環境整備を強力に推進されたい。 

   

（２）デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の推進支援の強化 

コロナ禍は、国民の生活スタイルや消費行動に大きな変化をもたらした。この

結果、テレワークの導入による新しい働き方の普及拡大、Ｗｅｂを活用したオン

ラインによる会議や打合せの定着、電子決済やＥＣサイトの拡大など社会のデジ

タル化が飛躍的に進展した。この変化により、中小・小規模企業においてもデジ

タルを活用した経営に対応することが喫緊の課題となっている。 

さらに、物価高騰等によるコスト増や人手不足に対応するため、ＤＸ化を推進

することによる生産性の向上は、今後の企業経営にとって必要不可欠である。 

しかし、経営者の高齢化やＤＸに関するノウハウを持たない中小・小規模企業

では、いまだに対応が進んでいないところも多く、今後の事業展開や新たな顧客

獲得に取組めていない状況である。適切な情報提供と専門的なアドバイスがあ

り、負担の軽減があれば新たなビジネスチャンスを掴むことができる。最新技術

の導入やテレワークなどの働き方に対応した制度の導入に対する補助制度を充実

するなど、規模に関係なくＩＣТが活用できるように支援を強化されたい。 

また、これからの決済手段の中心となるキャッシュレス決済を定着させること

が必要不可欠であるが、多額の費用負担が推進を妨げることになるため、小規模

企業が導入できるよう初期導入費用への助成、手数料の低減や補助、決済後の入

金までの時間短縮など体制整備等について支援されたい。 

さらに中小・小規模企業の現場における限られた人材の中からＤＸ人材を育成
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することは困難であり、また、IT 人材の供給も十分とはいいがたい。あわせて、

IT活用に伴うセキュリティ対策も重要となっている。人やモノがネットにつなが

り、それらを中心に社会が回ることから、地域ごとにサイバーセキュリティを担

う人材を配置することも望まれる。 

東京都は、中小企業のセキュリティを支援する人材を育成するとともに、中小・

小規模企業内でのＤＸ人材の育成、リスキリングへの助成や研修機会の提供等の

支援を充実されたい。 

また、東京都の推進するＨＴＴ（省エネルギー対策等）や脱炭素社会の実現に

向けたグリーントランスフォーメーション（ＧＸ）に取り組む中小・小規模企業

に対し、その取組を促進するため設備導入等への助成金を措置されたい。 

 

（３）中小・小規模企業における深刻な人手不足に対する支援 

コロナ後の需要回復に伴い中小・小規模企業における人手不足は深刻であり、

社会的な賃上げ圧力も高まっている。建設業や物流業をはじめ業種によっては従

業員の新規採用が集まらない状況や人材の流出の懸念も高まり、事業継続を維持

することが厳しい状況にある企業も見られる。 

政府の成長戦略による賃上げ要請を受け、今春には大企業において大幅な賃上

げが実施されたが、多くの中小・小規模企業においては、物価高騰に伴うコスト

の増加分を適正に価格に転嫁することができず、また、最低賃金の引き上げと合

わせ、人件費の負担が大きくなっている。 

将来に向けた人材の確保、後継者の育成、賃金の引き上げは中小・小規模企業

の最重要課題である。 

東京都は、中小・小規模企業の持続的・安定的な経営の維持・発展に向け、直面

する人手不足、人材確保、賃金引上げに対する様々な支援策を講じられたい。 

 

２. 中小・小規模企業の事業変革に向けた新たな取り組みと事業の継続に対する支援

の強化について 

（１）事業変革に向けた取り組みへの支援強化 

原油・原材料価格の高騰や燃料費・物流費・人件費などの負担増加が長期化し

ているため、多くの中小・小規模企業は厳しい経営状況を強いられており、新た

な商品・サービスの開発、顧客や取引先の変更、営業手法の変更等、生産性の向

上による事業の変革に取り組んでいく必要がある。しかし、経営資源が脆弱な中

小・小規模企業においては、その取り組みが十分に進んでいるとは言えない。 

事業変革の機運が高まる中で、様々な業種で具体的な取り組みが推進できるよ

う新商品・サービス開発や業態転換等の取り組み、販路開拓等に対する取組みに

ついて支援を拡充・強化されたい。 

特に、ものづくり企業においては、既存技術等を活かした成長市場への進出な

どを後押しするため、東京都の支援により令和５年６月より新たな支援拠点「多

摩・島しょ事業創造支援拠点」を設置し、新製品開発等による新市場進出、事業

の革新や転換等の支援を実施している。こうした取り組みを加速させ、さらには
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女性経営者の活躍やスタートアップ企業の輩出までつなげていくことが今後の地

域の発展に重要となるため、多摩島嶼地域における女性経営者や若手経営者、後

継者、商工会青年部などの中から、企業の革新と地域の活性化を牽引するマネー

ジメントができるリーダーを養成する取り組みを強化されたい。 

また、事業変革に対する意識やニーズは高まってきているが、具体的な新製品

開発等の取り組みは、長期間にわたることや、企業ごとに技術開発や量産体制を

整備するタイミングに違いがあるため、申請手続きの簡素化とともに必要なタイ

ミングで柔軟に資金支援が受けられるよう強化・拡充されたい。 

 

（２）事業承継と経営資源をつなぐための支援制度の拡充 

経営環境の変化が多様で速いため、経営資源が十分でない小規模企業において

はこうした変化への対応が難しく、また資本力も乏しいことから、今後、廃業を

余儀なくされるケースが増えることが予想される。 

当会では、事業承継や経営資源の引き継ぎを促進させるため、令和３年度より

「多摩・島しょ地域資源承継支援助成金」事業に取り組んでいるが、経営者の高

齢化と後継者不足等は依然として続いており、さらなる支援が必要である。 

特に、経営資源の引き継ぎにおいては、引き継ぎ当初から一定の売上を確保で

きるメリットがある一方、個人に顧客がついていることも多いため従前の売上が

確保できないケースや、引き継ぐ店舗の大きさや従業員の人数などを選べずに経

費の負担が重くなってしまうケースがある。 

そのため、創業と同様に経営が安定するまでは一定期間の支援が必要であるこ

とから、本制度における助成限度額の拡充、経営資源引継後を支援対象とするな

ど、地域にとって必要な事業者や重要な経営資源を残せるよう充実強化されたい。 

 

（３）新規開業、創業支援に対する支援の強化 

ポストコロナ期を迎え、新しい生活様式や従来にない新たな価値観が生まれる

など、経営を取り巻く環境は大きく変化している。こうした時代だからこそビジ

ネスチャンスも拡大し、中小・小規模企業にとっては大きな変革が必要な時期と

もいえる。また経営資源を引継ぎながら創業することで、取引先や顧客を確保し

ながら、かつ費用負担を軽減してスタートするといった新たな創業のカタチも生

まれている。 

倒産や廃業が増える中で、創業に対する支援は大変重要なものであり、より強

力に促進させることが急務である。創業希望者が一歩踏み出す後押しとなるよう

創業助成の拡充や創業融資における利子補給（無利子化）など資金面の支援を充

実させるとともに、既存事業や経営資源を引継ぎながら創業することによって経

験値のある前経営者と比較されるなど、より経営力が求められることから、創業

者に対する経営者教育等への支援について充実されたい。 

 

（４）廃業(計画的な事業終了)支援と事業・経営資源の承継に対する支援 

物価高騰や賃上げ要請への対応等に伴うコスト負担の増加に加え、適切な価格
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転嫁が進まない中で利益を確保することができず、業績不振からの脱却が困難と

考えて、事業継続を断念する経営者が増えると予想される。これまでこうした廃

業や店舗の閉鎖等に対する支援はなかったが、中小・小規模企業に対する計画的

な事業終了をサポートする廃業支援の必要性が高くなっている。 

ただし、廃業支援とは積極的に廃業を促進するものでなく、廃業を決めた経営

者が債務超過にならずに計画的に事業を終了するよう支援する取組である。廃業

に対して、取引先との関係整理や事業用資産の処分、事業終了までの資金繰り等

について、①必要な情報の提供、②相談、③専門家による支援を行うものである。

この過程で経営者自身が気付かなかった、事業や保有する経営資源について継承

が可能であり、有用なものがあった場合は事業や経営資源の第三者承継等を進め

るものである。事業の円滑な終了と、有用な事業と経営資源の継承に対する支援

の創設と実施を強くお願いしたい。 

 

（５）中小・小規模企業のＢＣＰ策定支援の強化 

新型コロナウイルス感染症など世界規模の感染症や、本年１月に発生した能登

半島地震をはじめとした全国的に頻発する大規模地震、台風や大雨による自然災

害、また、近年の不安定な国際情勢など、事業の継続を困難にするような想定を

超えた事態に備えるため、中小・小規模企業においても事業を継続するためのＢ

ＣＰ（事業継続計画）の策定が急務である。 

しかし、規模が小さく、零細経営の事業者では具体的な計画策定が進んでいな

いことから、中小・小規模企業におけるＢＣＰ策定の支援の強化を強くお願いす

る。 

 

３．税制の見直し等に関する国への働きかけについて 

以下の税制の延長・見直し等については、中小・小規模企業の経営、事業承継等

にとって有効であることから、東京都からも国に対し強く働きかけられたい。 

（１）円滑な事業承継に資する税制の延長・見直し 

事業承継税制（特例措置）は、中小・小規模企事業者の円滑な事業承継に大き

く寄与しており、令和６年度税制改正で特例承認計画の提出期限が２年延長され

たところである。一方、経営者の高齢化は中長期的な問題であり、地域経済を支

え雇用を守ってきた中小・小規模事業者が次世代へ円滑に事業を引き継ぐことが

できるよう後押しするための施策が不可欠である。ついては、本特例の期限（令

和 9年１２月）後における新たな特例措置の創設を早期に検討すること。 

また、特例経営承認期間（５年間）は、毎年書類を提出する必要があり、さら

に必要書類を都道府県と税務署双方に提出しなければならず、事務負担が大きい

ことから、提出書類の一本化や提出先のワンストップ化など、利用者の事務負担

軽減策を検討し必要な措置を講ずること。 

 

（２）積極的な事業活動を促進する税制の特例措置の延長 

中小・小規模企業の経営基盤を強化するとともに、積極的な事業活動を促すた
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め、租税特別措置の適用期限を延長する等、必要な措置を講ずること。 

  ・法人税の軽減税率の特例措置 

  ・中小企業投資促進税制 

  ・中小企業経営強化税制 

  ・中小企業防災・減災投資促進税制 

  ・地域未来投資促進税制 

 

（３）インボイス制度に対応するための支援 

導入間もないインボイス制度が円滑に運用されるよう、十分な周知と各種相談

等支援を引き続き実施されたい。また、免税事業者が不利にならないような措置

など、継続的な支援に取り組まれたい。 

 

 

二. 小規模企業振興 

 

１．小規模企業への支援の更なる充実について  

（１）商工会等に対する補助金の確保及び経営改善普及事業の拡充 

 小規模事業経営支援事業（経営改善普及事業）は、地域商工業者や小規模企業

の多様なニーズにきめ細かく対応した中小・小規模企業対策の中心的な事業であ

り、安定的に実施することが重要である。そのためには現場で小規模企業を直接

支援する経営改善普及事業に従事する職員の確保やスキルの向上、必要な相談体

制の整備や会員等企業向けのセミナー・研修会の充実などに対応できる事業費の

確保が必要である。 

また、商工会が推進する地域振興事業は、小規模企業や住民、地域団体が連携

し、地域経済を活性化させて消費を拡大することにつなげるもので、経営改善普

及事業の効果を高め、小規模企業の経営意欲を喚起するために重要な事業である。 

ついては、経営改善普及事業に従事する職員の人材の確保、資質向上、モチベ

ーションの維持向上などにも配慮して、商工会等に対する小規模事業経営支援事

業費補助金を確保されたい。また、地域振興事業を経営改善普及事業に位置づけ

て積極的に支援されたい。 

 

  (２) 小規模企業の円滑な事業承継と創業の推進支援 

① 都内中小・小規模企業の多くは、事業承継に問題がある。当会の調査では、

多摩島嶼の小規模企業の過半数は創業者が代表者を務め、経営者の約３分の

１は７０歳以上であることから、多くの小規模企業が後継者問題に直面し、

事業承継か廃業かといった選択を迫られている。 

一方で小規模企業は、雇用や経済面だけでなく、祭りや行事、まちづくり、

防災防犯など、多様な取組で地域に貢献していることから、その減少は、地

域の活力を喪失させ、東京の発展にも影響を及ぼすといえる。 

本会では、東京都の支援により平成２９年度には、閉店や廃業をする店を
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地域の別の企業が引き受ける新たな支援に取り組み、平成３０年度からは事

業承継に必要な費用負担を軽減する助成制度を開始した。さらに、令和３年

度には事業承継や経営資源の引継ぎを支援する新たな助成制度を開始した

が、未だ事業承継は喫緊の課題であることから、さらに支援を強化されたい。 

 

② 創業を支援するには経営面からの支援、資金面からの融資、助成支援が重

要であり、これらの支援については東京都の新たな取り組みにより環境が整

備されてきた。しかし、創業後５年程度は赤字状態が続き、資金面で厳しい

状態が続くといえる。こうした状態の創業企業を支援することは経営の安定

化に有効であり、創業成功企業の増加につながることから、創業者への助成、

融資等の資金面の支援の充実を図られたい。 

 

２．商工会等を中核に支援力を強化した実効性ある支援体制の強化について 

（１）商工会等による経営発達支援や事業承継を推進する支援体制の強化 

これまで半世紀以上にわたり小規模企業を支援してきた商工会には、より高い

専門性と実効性が求められており、地域における小規模企業の支援機関としての

責務はより重くなっている。都内２７商工会の現状をみると、身近な地域の支援

機関としての役割を果たしているものの、中核的な支援機関としての機能を十分

に発揮するには課題もある。経営指導員による経営現場における支援力の更なる

強化や、地域の実情に応じた実効性ある支援の実現等が必要である。 

小規模企業が集中する東京においては、地域経済の活性化に寄与する小規模企

業の経営持続化を促進し、事業承継や創業を強力にサポートするため、平成２７

年度に本会に設置された広域性、専門性を備えた「多摩・島しょ経営支援拠点」

を核として、商工会と連携して事業を推進できるよう引き続き支援されたい。 

 

（２）商工会の財政基盤の維持・強化に対する支援 

長引く物価高騰は、各商工会の事業運営にも影響を及ぼし、財政基盤の脆弱な

商工会においては、地域におけるイベントをはじめとした地域の振興に資する取

組においても、一部では事業規模を縮小せざるを得ない状況も見られる。 

また、会員事業者の減少や高齢化など、商工会の運営も一層厳しさを増してお

り、特に、島しょ地域の商工会においては、高齢化と人口減少が著しく、商工業

者の廃業等により自己財源の確保がますます厳しくなっている。 

地域の商工業の発展に重要な役割を果たしている商工会の安定した財政基盤を

維持するためにも、補助金の柔軟な運用や予算措置などの支援を要望する。 

 

（３）経営指導員の一層の資質向上を図る中小企業診断士養成課程への派遣支援              

商工会が小規模企業支援の中核となり、その役割を果たしていくためには、経

営指導員の一層の資質向上を図ることが必要である。多様化、高度化、広域化す

る経営支援ニーズに対応する専門性を持った職員を養成するため、中小企業基盤

整備機構が実施する「中小企業診断士養成課程」への派遣費用については、柔軟
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に活用できるよう助成方法を検討されたい。 

 

（４）商工会館の維持及び耐震工事等への補助制度 

商工会館は、中小・小規模企業の経営の拠点でありながら、災害時には復旧・

復興の拠点の最前線として避難所や支援物資の提供場所の役割を果たすなど、地

域の重要拠点となっている。 

しかし、多くの商工会館は昭和４０年代後半から平成初年に建設され、各商工

会では、老朽化の進む商工会館を限られた財源の中から補修費用を捻出し、設備

等を維持している。また、耐震補強については耐震診断の必要性を理解しながら

も、その後の耐震工事が必要となった場合、工事費への対応準備がないのが現状

である。 

地域内小規模企業支援の拠点として重要な役割を果たす商工会館の維持に向け

て、耐震診断並びに耐震工事などに対する補助制度を創設されたい。 

 

３. 中小・小規模企業の働き方改革の実施に対する支援の強化について 

少子高齢化による労働力人口の減少や人手不足が深刻化する中で、多様な人材の

活躍と生産性向上の両方を実現することは重要である。平成３１年４月から「働き

方改革関連法」が順次施行され、令和６年４月には建設の事業や自動車運転業務な

どに適用が猶予されていた時間外労働の上限規制が施行された。 

一方、中小・小規模企業における「働き方改革」においては、業種、業態、規模

ごとに経営状況も大きく異なり、一律に対応することは難しい。もともと中小・小

規模企業は経営者が従業員一人一人の状況を把握して、多様な働き方を実現して幅

広い地域における雇用の受け皿としての役割を果たしてきており、画一的・一律的

な対応にはなじまない。さらに、長時間労働については仕事を選べない下請け取引

において、短納期要請や急な仕様変更等への対応も想定されることから、取引条件

等の改善なしには対応が難しい。 

特に、トラック運送事業、建設業においては、時間外労働規制の適用による経営

への影響、もともとあった従業員の高齢化やなり手不足の問題、発注業者との取引

環境の適正化など、多くの課題に直面している。 

都においては、こうした中小・小規模企業の実態を踏まえ、長時間労働の削減や

人材育成、生産性の向上への取組に対し、助成金や専門家の派遣などの支援の強化

を図られたい。 

 

 

三．観光振興 

 

１．多摩の観光振興を推進する広域的なネットワークへの支援の強化について 

大都市近郊でありながら、豊かな自然と利便性を備えた多摩地域のポテンシャル

は高く、その魅力を海外の方に知っていただくことは多摩の中小・小規模企業と地

域産業の振興にとって大変重要である。 
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本会では、海外に向けて多摩の魅力を発信して、外国の方々が実際に訪れて、そ

の良さを体験してリピーターになってもらうため、現在は自治体単位で行われるこ

とが多い観光振興の事業を、商工会や商工会議所、観光協会、ＪＡ、企業、自治体

等が加わった広域的なネットワーク（多摩観光推進協議会）により、多摩地域全体

で面的に展開する体制づくりに取り組んでいる。こうした取り組みに対する支援を

引き続き拡充・強化されたい。 

 

２．多摩地域への観光客誘致について 

（１）観光客誘致を実現するプロジェクト実施への支援 

多摩の魅力を知り、実際に体験しリピーターになってもらうには、上記 1 のネ

ットワークを活用し、多摩地域全体で観光客誘致かつリピーター増加のプロジェ

クトを実施していくことが大切である。具体的には①多摩の自然と文化を体験す

る観光ルート開発プロジェクト、②多摩の自然、食、産業等の魅力を世界に情報

発信するプロジェクト等の実施への支援を強化されたい。 

また、特産品開発や多摩・島しょ地域の紹介イベント開催などに対して支援さ

れたい。 

 

（２）観光客受入体制の整備への支援 

① 東京近郊の安全・安心な暮らしと完備されたインフラに接して、東京の懐

の広さを知ってもらうため、多摩川及び秋川流域での観光インフラとしての

トイレや休憩･駐車スペース等の整備並びに川岸保全措置等を推進されたい。 

② 外国人観光客が必要な情報へのスムーズなアクセスを保証するため、ハー

ド(無線 LAN等のインフラ環境)とソフト(言語・サイン・コミュニケーション

等)の両面にわたるインフラ構築、特に中小・小規模企業がインバウンド市場

への対応が可能となる多言語音声翻訳システムの導入等について推進された

い。 

 

３. 多摩地域から羽田空港への鉄道アクセスの強化について 

現在、西多摩や南多摩地域から羽田空港への鉄道アクセスは良くないが、JＲ東

日本南武線・南武支線・東海道貨物支線は羽田空港まで目と鼻の先まで繋がってお

り、羽田空港への乗り入れが実現すればアクセスを改善することができる。また、

南武線は立川で中央線・青梅線、分倍河原で京王線、府中本町で武蔵野線、稲田堤

で京王相模原線、登戸で小田急線、武蔵溝ノ口で田園都市線、武蔵小杉で東横線・

目黒線・横須賀線など多くの路線と接続している。乗り入れが実現すれば、訪日外

国人旅行者が南多摩・西多摩地域へ訪れる機会が多くなり、インバウンド効果が高

まることが期待される。また、南武線沿線地域は「住みたい街」の上位にランクさ

れており、人口増など地域の活性化も期待できる。 

多摩地域から羽田空港への鉄道アクセスを強化するため、ＪＲ東日本南武線の羽

田空港への乗り入れを要望する｡ 
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４．島しょ地域の活性化及び観光産業に対する支援について 

島しょ地域における観光産業は、人口減少が進むなか地域産業を支える重要な柱

である。 

ポストコロナ期を迎え、訪日外国人旅行者及び国内旅行者ともに大幅に増加した

ものの、伊豆諸島への来島観光客数は、コロナ以前の状況には戻っていない。 

そのため、ポストコロナに向けた「観光」による地域活性化が推進できるよう、

新しい島しょ地域の観光確立のため特段の支援をお願いしたい。 

 

  

四. ものづくり振興 

 

１. ものづくり中小・小規模企業への支援の充実について 

多摩地域は、世界一の都市東京の近郊で、豊かな自然と利便性を兼ね備えた特色

ある地域であり、高い技術力を持った中小・小規模企業が多数立地する。また、大

学や研究機関等が集積するなど、東京の新しいものづくりが育つ潜在力を有してい

る。 

そのポテンシャルを最大限に活かすため、ものづくり企業が新たな分野に挑戦し、

起業や第二創業ができるなど、ものづくり中小・小規模企業が元気に世界を目指す

新たな拠点として、例えば大規模工場の跡地を都が取得するなどして、モデルとな

る豊かな緑と環境を具現化した小規模企業向け「インダストリアルパーク」のよう

な工場団地の整備を検討されたい。 

また、ものづくりにおけるＡＩやＩｏＴの活用によるデジタルトランスフォーメ

ーションが、コロナ後のものづくりの構造の変革につながる。ものづくり企業の創

造力と競争力を高め、成長につながるようにデジタルトランスフォーメーションの

推進を支援されたい。 

 

２. 中小・小規模企業の人材確保支援事業に対する支援の継続について 

本会では、平成２８年度よりものづくり人材を育成し、多摩地域の中小・小規模

企業への就業を推進するとともに、人材の確保・育成等に課題を抱えるものづくり

中小・小規模企業の受入環境の整備等を支援してきており、多摩地域中小ものづく

り企業の外国人活用による生産性向上モデルの創出等にも取り組んでいる。 

令和２年度からは、就職氷河期世代やシングルマザー等の就労困難者と、外国人

材等が多様な働き方に対応して確保・育成ができるよう受入環境の整備や従業員の

定着化の推進等について、本会を中心に各支援機関等の広域的なネットワークで取

組む「多摩地域人材ダイバーシティ推進ネットワーク事業」で支援してきた。また、

令和５年度からは事業対象を拡大し、ＤＸ・ＧＸ人材の育成等についても取組を始

めたところである。 

これらの取組は一定の、人材確保につながり、定着も進んでいる。多摩地域のも

のづくり企業にとって優れた人材の確保は今後も重要な課題であることから、長期
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的に取り組めるよう同事業への支援を継続されたい。 

 

 

五．多摩地域要望 

 

１．横田飛行場の民間利用促進について 

横田飛行場の民間利用促進は、地域産業の活性化や雇用の創出につながるととも

に多摩地域の経済発展、ひいては日本の国際競争力強化にもつながり、首都圏にお

ける人々の利便性向上と経済的効果が期待できる。近隣市町への騒音対策を推し進

めた早期の民間利用を促進されたい。 

 

２．多摩地域都市基盤整備等の早期実現について 

（１）多摩地域各駅の利用者の転落防止施設整備の早期実現 

多摩地域では高齢化が急速に進行するとともに、外国人観光客も増加が見込ま

れることから、全ての人が安心して鉄道を利用できるよう多摩地域の鉄道各駅に

ホームドア等の転落防止施設を早期に整備されたい。 

 

（２）多摩都市モノレールの上北台から箱根ヶ崎への早期延伸 

平成２８年４月２０日に国の交通政策審議会から「東京都圏における今後の都

市鉄道のあり方について」の答申があり、上北台～箱根ヶ崎間は、事業化に向け

て関係地方公共団体・鉄道事業者等において具体的な調整を進めるべきとされた。    

東京都の令和６年度予算においても、箱根ヶ崎方面「多摩都市モノレールの整

備」として事業化に向けた現況調査や基本設計等の予算が計上され住民の早期延

伸に対する期待も高まっていることから、上北台から箱根ヶ崎までの延伸を着実

に推進されたい。 

 

（３）東村山都市計画道路３・４・１５の２号新東京所沢線の早期整備 

東村山都市計画道路３・４・１５の２号線は、区部の放射第７号線から延伸され、

西東京市・新座市・東久留米市・清瀬市を経由して所沢市に至る幹線道路として

北多摩北部地域と埼玉県所沢市を東西に結ぶ重要な東京都の都市計画道路の一区

間である。整備されると今まで少なかった東西方向の流れが大きく改善されるこ

とから、現在、清瀬市内で整備が進められているが、早期に開通されたい。また

同時に都心へのアクセスを改善するルートについても早急に整備されたい。 

 

（４）西武新宿線・池袋線の踏切対策の早期事業化 

西東京市内を走る西武新宿線、池袋線の踏切で交通渋滞が発生している。遮断

時間も長く「開かずの踏切」状態が多く見受けられ、交通渋滞を招くとともに、

市街地が分断され、救急活動等の妨げにもなっている。交通の円滑化に加えて駅

周辺のまちづくりの進展にも大きな効果が期待されることから、連続立体交差事

業や単独立体交差事業による踏切対策を早期に事業化されたい。 
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（５）都営村山団地の建て替えによる店舗配置の具体化 

都営村山団地の後期計画については、建物の解体・建設の詳細が示されておら

ず、また、商業者の高齢化が進む中、将来の事業の継続や承継等についての不安

を抱えている。 

こうした状況に鑑み、商店街地区の今後の具体的計画の早期提示と利便性を考

慮した商店配置を要望する。 

  

（６）ＪＲ中央線三鷹－立川間複々線化の早期実現 

ＪＲ中央線は、多摩地域と都心部を結ぶ大動脈であり、多摩地域から都心部へ

の通勤通学に加え、多摩地域の事業所への通勤路線として多くの人が利用する最

も重要な路線の一つである。朝のラッシュ時には約２分おきに運行されているが、

著しい混雑と遅延が発生しており、多くの利用者が苦難を強いられている。 

同路線は国の運輸政策審議会の答申により目標年次（2015年）までに三鷹－立

川間の複々線化を整備着手されることが適当である路線に位置付けられているが、

実現は見通せない状況である。東京都におかれては、国等に対し早期実現に向け

働きかけられたい。 

 

 

六. 島しょ地域要望 

 

１．島しょ地域の活性化支援策の強化について 

 新型コロナウイルス感染症の拡大は、地域経済に大きな影響を及ぼした。特に観

光業を主要産業とする島しょ地域においては、来島者の激減により大きな収入源を

失った。 

一方、この間テレワークの普及やワーケーションなど、働き方に対する意識も大

きく変化した。島しょ地域は自然に囲まれた良好な生活環境を持ち、これからのワ

ークスタイルのひとつとして島しょ地域に住みながら仕事をすることも期待でき

る。 

 このことから、観光産業はもとより、地域産業の価値を高めるため、定住化促進

事業及びＤＸ推進に資する通信環境の整備をはじめとしたハード面、ソフト面での

支援策を要望する。 

 あわせて地域経済の立ち直りに向けて、事業者、商工会等に対して資金面の助成

や公共事業の実施等による仕事の確保について、特段の支援をお願いしたい。 

 

２．離島航空路線の便数確保及び燃料への補助制度の支援について 

（１）離島航空路線における便数の確保 

八丈町は、各種団体と一体となり、スポーツアイランド八丈島として観光振

興・地域活性化の為に招致活動に取り組んでおり、島民の足としての生命線であ

る航空路の便数増減は、商工業者や観光関連業者にも大きな影響を与える。 
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コロナウイルス感染症の影響で一時的に減便されたが、今後も３便体制を確実

に維持することについて特段に配慮されたい。 

 

（２）航空燃料、ガソリン代補助の継続 

島しょ地域においては、令和６年度、国の補助事業（離島のガソリン流通コス

ト対策事業）によりガソリン価格に対する補助が実施されている。また、航空機

を含む燃料価格激変緩和対策事業も延長されている。自動車に頼らざるを得ない

島の事情を勘案し、経済を活性化させる最も有効な補助事業としての「離島のガ

ソリン流通コスト対策事業」と、航空路の確保にもつながる燃料価格対策の継続・

恒久的な実施を国に働きかけられたい。 

 

３．港湾施設等の整備について 

 八丈島底土港では、近年海面の潮位上昇が見受けられ、荷捌き作業への影響や貨

客船の欠航による食料品をはじめとした物資の欠品や来島者のキャンセルなどの

事態が発生し、事業者のみならず島民の生活にも影響を与えている。 

 島しょ地域の地域経済の発展と安定した生活を確保するため、港湾施設の整備を

要望する。 

   

４．小笠原空港の早期開設について 

小笠原の航空路問題では、令和２年８月垂直離着陸ができるティルトローター機

の採用案が小笠原航空路協議会に提案されたが、その後議論が進捗していない。 

小笠原空港の開設は、村民の悲願であり、村民生活の安定のみならず、産業振興

にも不可欠なものである。国と都の強力な連携のもとに早期に課題を克服し、航空

路を開設されたい。 
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中小企業支援の実施体制と経営相談

２０２４年１１月２７日

＜採用・育成＞

〇「求人相談会」「キャリア人材サポート」等
の採用支援。（延べ2,472社利用）

○経営幹部向け「プレミアム講座」等、約150
テーマの研修講座。（294講座、延べ8,979名参加）

＜デジタルシフト・DX ＞

○「ぴったりＤＸ」（延べ15,478社利用）の実
施。（デジタル人材育成、デジタルツール提供、
サイバーセキュリティ対策、生成AI導入等）

○広報媒体による発信

東商ウェブサイト（年間46,209PV）、
会報誌（８万３千部、年間12回発行）

〇施策活用・経営改善手法解説セミナー
（565 回開催、延べ14,006 名参加）

＜価格転嫁対策＞

○「価格転嫁ナビ」「価格適正化ゼミナール」
（７回開催）の受注者向け実行支援。

○BtoCの価格転嫁推進のため、「雑誌タイアッ
プ企画」を通じて一般消費者向けに周知。

＜販路開拓＞

○「東京ビジネスチャンスEXPO」「佐賀・長崎

×東京商談会」等の展示会・商談会を多数実
施。（延べ11,000件超の商談機会創出）

〇事業承継支援数（ビジネスサポートデスク）

2015年以降、延べ6,773社・22,707件

〇事業承継に向けた株価試算サービス

「東商版すぐできる！株価試算」を開始。

＜イノベーション活動＞

○「中堅・中小企業× スタートアップ 東
商マッチングピッチ」（延べ808名参加）に
よるスタートアップとの協業支援、ウェビ
ナー・イベントの実施（延べ1,751名参加）。

＜省エネ・脱炭素＞

〇「Tosho攻めの脱炭素」を通じた排出量削
減支援。業種別勉強会（延べ55社）、グリー
ンテックマッチング（延べ36社）等を実施。

東京商工会議所の経営支援活動

賃上げ・コスト増への対応 付加価値創出

「業種別価格適正化ゼミナール」
による実行支援

東京都等の支援施策の周知

経営課題に応じた企業支援

ウェブサービス「東商版 すぐできる！株価試算」（470社試算実施）

資料１

「東京ビジネスチャンスEXPO」
（延べ11,103名来場）

NEXs Tokyoと連携して実施した
「 東商マッチングピッチ」

業種別勉強会「東商脱炭素“塾“ 」都立職業能力開発センター
における「求人相談会」

○経営指導員等 約280人が従事

〇2023年度 巡回・窓口等の相談件数
約13.5万件

人手・人材不足対策

使用方法・注意点等をまとめた
「中小企業のための『生成AI』
活用入門ガイド」

「東商新聞 施策一覧ページ」

「海外展開支援機関の
支援制度説明会」

経営基盤強化など
の基礎的相談

専門的で高度な
相談

23支部 本部（中小企業相談センター）

ビジネスサポートデスク



4.1%

2.7%

23.4%

15.0%

24.7%

19.1%

32.4%

33.9%

13.6%

25.3%

1.8%

4.0%

全体

労務費

10割（全て価格転嫁できている）
７～９割程度
４～６割程度
１～３割程度
全く転嫁できていない
コストが増加していないため、転嫁する必要がない

東京都の中小企業対策に関する重点要望＝概要＝２０２４年１１月２７日

＜企業の声＞
• 都の助成金を活用して、当社の特殊印刷ができる機器と連動する専用システムを開発し、
海外でのサービス展開に向けて取り組んでいる。（産業用プリンター製造）

• オープンイノベーション支援会社の支援を受けながらスタートアップとの協業に取り組ん
だ。スタートアップとの協業経験がないため、マッチング後の契約、協業の円滑な進め方
含めサポートがあると成果創出につながりやすい。（配電盤設計）

成長を目指し自己変革に挑戦する
環境変化に強い中小企業を目指すための支援

⚫ 経営戦略策定支援の体制強化・拡充による自己変革に挑む企業の裾野拡大（新分野進出、
業態転換にも活用できる「企業変革推進事業」の予算拡充、対応業種の拡大）

⚫ 前向きに取り組む意欲のある企業に対する積極支援（「新たな事業環境に即応した経営展
開サポート事業」の売上減少要件の撤廃）

⚫ 中小企業の競争力強化やＤＸなど、イノベーション推進につながる「躍進的な事業推進のた
めの設備投資支援事業」の継続

⚫ 製品やサービスの競争力強化に資する、デザイン活用によるブランディング支援（専門家
による相談対応、中小企業とデザイナーとのマッチング、「デザイン経営支援事業」の利
用促進）

⚫ スタートアップと中堅・中小企業の協業による事業化、成果創出に向けたハンズオン支援
事業の強化、中長期（複数年度）にわたる支援制度の創設

⚫ 成果報酬型の「協定金スキーム」など民間の力を活用した支援の強化

⚫ 大企業や技術力を有する中小企業との連携促進に向けた人材交流支援の強化（「大企業と
連携した中小企業・スタートアップの成長促進に向けた人材交流支援事業」の充実、在籍
出向費用の一部助成制度の創設）

１．イノベーション創出に対する支援強化

Ｉ．新たな価値創造に向けた取り組みの後押し

新 新規・拡充項目 下線 重点項目

２．ゼロエミッション東京の実現に向けた中小企業の省エネ対策・技術開発の推進

３．国際展開に対する支援

＜企業の声＞
• 海外の展示会は単独出展よりも東京都のパビリオン内での出展のほうが、東京ブランドと
して相手にも認知され、信用力も高まる。（美容・健康商材企画卸）

⚫ 排出量削減につながる省エネ設備の導入や、エネルギー使用量などの見える化促進に向け
た計測システム導入などへの補助・助成の継続・拡充、および導入するうえでの専門家に
よる脱炭素化に向けた経営戦略策定支援の強化（「クール・ネット東京」の活用促進、
「ゼロエミッション実現に向けた経営推進支援事業」の強化）

⚫ ゼロエミッションに資する製品の調達推進、販路拡大支援の強化（「ゼロエミッション推
進に向けた事業転換支援事業」の継続・強化、東京都トライアル発注認定制度を通じたＰ
Ｒ強化）

＜企業の声＞
• 太陽光パネルの設置には取り組んでいるが、製造工程における排出量削減の取り組みは業
務負担とコストがかかり進められない。（船外機等製造）

⚫ 新たに国際展開に取り組む企業の自走化までのサポート強化（事前調査、戦略支援から、
進出支援、マッチング、実務の導入支援、越境ＥＣ活用、外国語サイトの構築に至るま
で、取り組みから成果創出までの切れ目のない支援強化）

⚫ 海外展示会の積極的活用や出展に向けた支援（「市場開拓助成事業」や「海外展開総合
支援事業（海外展示会出展等支援）」の利用促進、予算拡充、対象経費拡大）、海外の
現地企業とのマッチング強化、実施後のアフターフォローの充実

⚫ 現地拠点の事業転換など進出後の課題に対応するための支援

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

中小企業経営の課題

＜価格転嫁の状況＞
⇒労務費の価格転嫁が進んでいない

＜人手不足の状況＞
⇒６割超が人手不足の状況

※複数回答・その他除く n=1,501

78.4%

41.3%

35.9%

34.1%

28.6%

18.6%

16.9%

12.2%

採用活動の強化（非正規社員含む）

事業のスリム化、ムダの排除、外注の活用

女性・高齢者・外国人材など多様な人材の…

従業員の能力開発

デジタル・機械・ロボットの活用

労働時間・残業時間の増加

多様で柔軟な働き方の導入（テレワーク、…

過剰品質・過剰サービスの見直し

63.0% 35.2% 1.8%

過剰

無回答＜人手不足の対応＞（人手不足企業）

⇒省力化や業務効率化の取り組みは３~４割にとどまる

出典：日本商工会議所・東京商工会議所「人手不足の状況および多様な人材の活躍等に関する調査」（2024年9月）

n=2,392

女性・高齢者・外国人材など多様な人材の活躍推進

多様で柔軟な働き方の導入
（テレワーク、副業・兼業など）

出典：日本商工会議所「商工会議所LOBO（早期景気観測）」（2024年10月）

n=2,041
不足している 過不足はない

コスト

全体

58.3%

62.0%

33.1%

29.1%

8.6%

9.0%

2023年度

2024年度

賃上げを実施 実施しなかった 未定

※賃上げ実施企業を100とした時、
6割以上が、業績の改善が
みられないなかで賃上げを実施。

「業績は改善している」 38.2%

「業績は横ばい」 50.4%
「業績は悪化している」 11.5%

出典：東京商工会議所「東商けいきょう（中小企業の景況感に関する調査）
2024年４～６月期」（2024年６月）

＜2024年度の正社員の賃上げ＞
⇒６割超が賃上げを実施予定も、
業績の改善が見られない中での防衛的な賃上げが約６割

資料２

労務費
・

人件費

※「０割」、「コストが増加しているにもかかわらず減額された」の合計

※

７月１１日決議

1



Ⅱ．人手・人材不足への対応強化

１．公正な取引環境の整備

Ⅲ．適正価格での取引推進に向けた環境整備

⚫ 下請企業の価格交渉促進に向けて業種に応じた個社支援・指導の強化（下請企業対策の
拡充、下請センター東京における普及啓発・相談対応の強化）

⚫ 「労務費増加試算ツール」、国の「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指
針」の活用、発注者に対する周知促進

⚫ ＢｔｏＣ事業者の円滑な価格転嫁を実現するため、付加価値も含めた適正価格で取引す
ることに対する理解促進（メディアを通じた消費者向け広報の強化）

Ⅳ．中小企業の成長ステージに応じた支援の強化

１．多様な起業・創業の促進、スタートアップの成長促進

⚫ 新たな地域経済の担い手にもなる起業・創業の促進に向け、特に初等中等教育などの年代
も含めた、アントレプレナーシップ教育の強力な推進

⚫ 新たなスタートアップ戦略「Global Innovation with STARTUPS」に基づく取り組みの着
実な実行

⚫ スタートアップエコシステムの活性化、中堅・中小企業の参画促進（「Tokyo Innovation 
Base」（TIB）を拠点としたスタートアップエコシステムへの中堅・中小企業の参画促
進）

⚫ スタートアップの成長促進に向け、ユニコーン創出のみならず、様々な成長志向を持つス
タートアップに目を向けた議論の実施と、実態をふまえた予算・支援施策の措置

２．地域経済を支える中小企業・小規模事業者に対する支援継続、強化

⚫ 商工会議所が実施する小規模企業対策に対する安定的な予算確保

⚫ 多様な主体の参画で地域産業を活性化する「地域産業成長支援事業」の予算拡充

４．価値ある事業の円滑な承継や事業再編に向けた支援

⚫ 事業承継対策の第一歩である自社株式の評価の重要性の周知、事業承継計画の早期作成の
重要性の周知

⚫ 事業承継をはじめ地域の事業者の事業継続に資する地域持続化支援事業（拠点事業「ビジ
ネスサポートデスク」）の安定的な予算確保、利用促進

⚫ 増加傾向にある「従業員承継」の事例発信

３．中堅企業に対する支援の強化

⚫ 中小企業卒業後のインセンティブ付与（設備投資関連の中小企業施策の時限的な活用）

１．デジタルシフト・ＤＸの加速化による生産性向上支援

⚫ ＩＴ導入からＤＸによる競争力強化までの伴走支援の継続と実効性向上に向けた対応の
強化、効果検証の実施（「都内中小企業向けデジタル技術導入促進ナビゲーター事業」
「中小企業デジタルツール導入促進支援事業」「ＤＸ推進支援事業」の継続・周知強化、
好事例・失敗事例の分析結果に基づいた制度見直し）

⚫ ＩＴ導入やデジタルシフトに資する伴走支援の質向上に向けた支援者の育成強化

⚫ サイバーセキュリティ対策の意識醸成に向けて、デジタル関連施策内での展開、周知強
化（「ＤＸ推進支援事業」内のメニューとしてサイバーセキュリティ関連事業を展開）

⚫ 中小企業の省力化を後押しする支援の強化（「緊急デジタル技術活用推進助成金」の継続）

２．中小企業の自己変革を支える人材確保・育成支援

＜企業の声＞
• 管理部門のデジタル化はツール導入により進んだが、工場内のＤＸはツールの比較検討が
難しく、紙データのデジタル化も進んでいないため、実現していない。（ゴム製品製造）

⚫ 社内のデジタル化推進の中核となる人材育成に対する支援の活用促進（「ＤＸ人材リス
キリング支援事業」の周知徹底、介護・看護業、宿泊・飲食業など労働集約型産業への
優先枠の創設）

⚫ 「職業能力開発センター」の機能強化（訓練内容の質・量のさらなる拡充、東京都中小
企業振興公社や東京しごとセンターによる活用の能動的な働きかけ、企業の人事労務担
当者向けの体験学習の機会創出、人員の増強や設備の維持・拡充に向けた十分な予算措
置）

⚫ 業界と連携した人材確保の取組推進、人手不足業界の魅力発信の強化

⚫ 専門・中核人材戦略センターの実効性担保（専門人材とのマッチング機会の充実）なら
びに、同事業を通じた人材確保に要する費用の助成拡充

⚫ 外国人材（留学生、高度人材等）と中小企業とのマッチングおよび定着に資する支援
（「中小企業の外国人材受入支援事業」の拡充）

⚫ 国の「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイ
ドライン」の着荷主も含めた周知強化、建設業における「2024年問題」に係る施主も含
めた周知強化（工期設定への配慮の徹底）

＜企業の声＞
• 取引相手が外資系企業であるため、海外の本社の理解を得られず価格交渉のテーブルにす
らついてくれない。業界団体にも未加入でアプローチが難しい。（港運事業者）

２．パートナーシップ構築宣言の推進と実効性向上に向けた取り組みの加速化

⚫ 取引適正化に向けた「パートナーシップ構築宣言」の強力な推進（東京都からの委託事
業における採択条件化、各種補助金・助成金の加点要素への追加等）

＜企業の声＞
• 自社株を評価したら想定以上に高く、後継者に株式移転する際の贈与・相続税が高額にな
ることが判明した。（紙卸売業）

５．経営改善・事業再生・廃業により再チャレンジを図る企業に対する早期支援

⚫ 資金繰りや収益力改善の早期相談、早期経営改善支援の強化
（地域金融機関や東京信用保証協会による取引先中小企業に
対する経営状況の把握、相談体制の強化、支援機関等との連携強化）

⚫ 廃業による「価値ある事業」の喪失回避に向けた、事業再編・事業統合の促進

⚫ 円滑な廃業と再チャレンジの早期決断に向けて、東京信用保証協会をはじめとした公的機
関、地域金融機関などのオール東京での支援強化（廃業の決断に必要となる事業再生や再
チャレンジも含めた全体像の提示、各種施策の周知）

⚫ 経営難に直面している中小企業の相談に対応する「倒産防止特別相談事業」の予算拡充

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

Ⅴ．世界に輝く都市の実現に向けた環境整備

１．国際競争力向上に向けた都市政策の推進

２．中小企業の事業継続と生産性向上に資する税制措置および納税環境の整備

３．ツーリズム産業の基幹産業化に向けた支援

⚫ 平日の旅行需要喚起に向けた、教育分野・企業等を巻き込んだ休み方改革の推進

⚫ ナイトタイムエコノミーの活性化に向けたビジョン・戦略の策定、法制度の整備

⚫ 商業地などに係る固定資産税・都市計画税の条例減額措置の延長および拡充

新

新

新

新

新

新

新

新

経営安定特別相談室
支援実績

2023年度：91社
2022年度：85社

新
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東京都の中小企業対策に関する重点要望 

 

２０２４年７月１１日 

東 京 商 工 会 議 所 

 

わが国は、停滞から新たな経済ステージへの移行に向かう成長への転換局面にある。成長

と分配の好循環実現に向けて、生産性向上に裏付けされた物価上昇と、それを上回る所得向

上を構造的・持続的なものにしていかなければならない。一方で中小企業の景況感は回復基

調を見せるものの、足元では、あらゆる業種で人手不足が深刻化し、長引く円安や原材料費

の高騰の影響に加え、地政学リスク等により先行き不透明感が増している。今後、生産年齢

人口の減少も見込まれる中、中小企業は環境変化に強い経営を実現するため、成長を目指し、

自己変革に挑んでいくことが求められている。 

東京商工会議所が昨年 12 月に公表した「中小企業の経営課題に関するアンケート」では

８割の企業がコロナ以降に新たな取り組みに挑戦しており、好事例も生まれている。わが国

全体の 99.7％を占める中小企業の成長を後押しするためには、イノベーションを通じた付

加価値の創出が一層重要であり、都市課題の解決やグリーンなど成長分野への挑戦も不可欠

である。 

限りある経営資源を有効に活用する上で、人手不足を補うデジタル活用も避けて通れない。

東京都では多くの施策を措置いただき一定の効果をもたらしているが、デジタル活用の裾野

拡大が必要である。また、中小企業の自己変革を実現する人材育成も重要度が増している。 

中小企業が生み出した付加価値を適正に価格へ反映することも求められている。中小企業

にも持続的な賃上げ実現が求められ、労務費を含めた価格転嫁の商習慣化に向けた適正価格

での取引推進が必要である。付加価値をサプライチェーン全体で適正に配分することは中小

企業の高付加価値化への取り組みの後押しにもつながる。 

中小企業を取り巻く経営課題が複雑化する中、企業規模や成長ステージに応じて状況も異

なっており、ニーズに応じたきめ細やかな支援が必要となっている。東京都においては中長

期的な施策の方向性を示す「『未来の東京』戦略」および更新された「東京都中小企業振興

ビジョン」を踏まえ、引き続き中小企業・小規模事業者に対する支援に強力に取り組まれた

い。とりわけ、東京の発展に寄与するスタートアップの成長促進、スタートアップと中小企

業との協業は経済成長の原動力となる。また、親族内承継や従業員承継、第三者承継など、

それぞれの事情に応じた事業承継の推進は、価値ある事業の継続、地域全体での活力維持に

欠かせない。 

社会経済が回復する中において、業況の二極化も鮮明となっている。ゼロゼロ融資の返済

本格化に伴い、過剰債務に苦しむ企業の早期の経営改善着手が肝要である。また、事業継続

危機に直面する企業に対して事業再生や再チャレンジなどの適切な支援を施すべきである。 

当商工会議所では上記の認識に基づき本要望を取りまとめた。都内中小企業が躍動し、地

域産業が発展することは、首都・東京の活力と魅力の向上にもつながる。当商工会議所は地

域総合経済団体として、今後も東京都や 23 区等との緊密な連携のもと、中小企業・小規模

事業者の事業継続と持続的な成長に向けて尽力する。東京都におかれても本要望の趣旨を踏

まえ、各種施策の実現に取り組まれたい。 
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記 

Ⅰ．新たな価値創造に向けた取り組みの後押し 

１．イノベーション創出に対する支援強化 

（１）中小企業のイノベーション活動に対する支援 

長引く円安や物価の高騰といった足元の課題、人口減少・少子高齢化など構造的な課題を抱え

る中において、環境変化や新たなニーズに柔軟に対応しながらイノベーション活動に取り組むこ

とが重要となっている。実際に補助施策等を活用して、新分野でサービス展開を始めた事例や、

新製品開発に取り組み、自社の付加価値向上につなげた事例も生まれている。新たなイノベーシ

ョンは地域社会が抱える様々な課題の解決に寄与し、経済成長の源泉となる。また、個社にとっ

ても、イノベーション活動により生み出された付加価値は賃上げや成長投資の原資となることか

ら、取り組む企業の増大が求められる。 

中小企業のイノベーション活動はゼロイチを中心とする破壊的なイノベーションのみならず、

既存事業の強化を通じた持続的なイノベーションも存在する。外部環境の変化や将来を見据えて

柔軟な企業経営を行うためにも、「企業変革推進事業」の拡充を通じた経営戦略策定から実行支援

までの一気通貫の支援、専門家による支援の強化を図られたい。併せて、「躍進的な事業推進のた

めの設備投資支援事業」による支援をはじめ、競争力強化や成長分野への事業展開につながる後

押しの継続ならびに支援メニューの拡充にも引き続き取り組まれたい。 

東京は巨大なマーケットを有する都市であり、既存の製品・サービスにおいても、ブランド価

値向上など、高付加価値化を追求することで成長を遂げることが可能である。マーケティングの

観点からデザインの活用はもちろんのこと、研究開発やブランディングに対する支援強化を通じ

て付加価値向上を図られたい。 
 

【具体的要望内容】 

① 経営戦略策定支援の体制強化・拡充による自己変革に挑む企業の裾野拡大（新分野進出、業態

転換にも活用できる「企業変革推進事業」の予算拡充、対応業種の拡大）（新） 

② 前向きに取り組む意欲のある企業に対する積極支援（「新たな事業環境に即応した経営展開サ

ポート事業」の売上減少要件の撤廃）（新） 

③ 新規事業の事業化から販路開拓まで一気通貫で支援する「事業可能性評価事業」の継続、事業

化が難しい案件に対するアフターフォローの実施（経営支援との連動など、課題解決に向けた

支援体制の充実）（新） 

④ イノベーションの企画段階で、アイデアの方向性策定につながる、企業間の交流機会の拡大、

実績豊富な経営者・専門家による伴走支援の強化 

⑤ 新製品・新サービスの研究開発から商品化・事業化、販路開拓まで、切れ目のない支援メニュ

ーの充実と支援策の実効性向上（製品開発着手支援助成事業や新製品・新技術開発助成事業、

製品改良・規格等適合化支援事業、市場開拓助成事業などの採択数拡充、ものづくりイノベー

ション企業創出道場や成長産業分野への事業転換に向けた製品開発支援事業の継続、拡充、各

種支援策の周知強化と活用促進等） 

⑥ 「イノベーションマップ」に基づく取り組みに対する支援強化および利用促進、予算拡充（事
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前調査（Ｆ／Ｓ）段階から案件化調査、ビジネス化段階まで段階別の支援強化、「多段階選抜方

式」の導入） 

⑦ 中小企業の競争力強化やＤＸなど、イノベーション推進につながる「躍進的な事業推進のため

の設備投資支援事業」の継続 

⑧ 東京の魅力向上、東京独自の課題解決につながる「ＴＯＫＹＯ地域資源等を活用したイノベー

ション創出事業」の予算拡充、好事例の横展開 

⑨ 知財戦略の創出、新時代をけん引する東京発知財の国際標準化を後押しする取り組み推進（東

京都における戦略策定に向けた知的財産専門部門の設置）（新） 

⑩ 東京都知的財産総合センターにおける、中小企業の特許料金半減制度の周知および知財取得推

進に向けた説明会の継続的な開催 

⑪ 中小企業ニューマーケット開拓支援事業の対象分野の拡充、トライアル発注認定制度の認定件

数拡充や認定事業者に対するフォローアップを通じた新製品・新サービスの市場展開に関する

支援の充実 

⑫ 製品やサービスの競争力強化に資する、デザイン活用によるブランディング支援（専門家によ

る相談対応、中小企業とデザイナーとのマッチング、「デザイン経営支援事業」の利用促進）

（新） 

⑬ 支援施策の十分な公募期間の設定と、中小企業の取り組みの実態に即した採択～補助対象事業

の実施～補助金・助成金実行までの期間設定（新） 

 

（２）オープンイノベーションの促進と環境整備 

経営資源に限りのある中小企業が、新たな技術情報の獲得やイノベーションアイデアを実現し

成果を創出するためには、他社技術の活用により開発スピードを加速させるオープンイノベーシ

ョンが有効である。オープンイノベーション促進に向けて中小企業のマッチング支援や、産学公

連携をはじめとした協業の取り組みに対する費用補助などによる後押しを図られたい。 

最近では、経済成長をけん引するスタートアップの成長促進を目的に、大企業との連携を強力

に後押しする動きが見られる。中小企業にとってもスタートアップとの連携は、スタートアップ

が有する最先端の技術やサービスに触れることで、イノベーション創出のみならず協業を通じた

人材育成や社内風土の改善といったソフト面のメリットも享受することができる。また、中小企

業の多くは所有と経営が一体であることから意思決定が大企業よりも速く、スタートアップにと

っても求めるスピード感で協業することができるなどのメリットが存在する。スタートアップと

中小企業とのさらなる連携促進を図られたい。 

スタートアップと中小企業との協業に際しては、行政だけでなく、民間の力も活用可能である。

成果報酬型の「協定金スキーム」により多様なプレイヤーによる支援を強化するとともに、連携

スタートアップの探索からマッチング、協業後の成果創出に至るまでの一連のプロセスを提供す

る、オープンイノベーションプラットフォーマーを活用した支援強化や、プラットフォーマー利

用に係る補助制度の創設にも取り組まれたい。 
 

【具体的要望内容】 

① 既存の取引関係や企業規模を超えた、企業間や産学公連携によるオープンイノベーションの推
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進（民間団体などと連携した産学公のマッチング支援、東京都立大学や東京都立産業技術研究

センターなどが保有する特許を中小企業が事業化するため一定期間無償開放し事業化後には

有償のライセンス契約に移行する制度の整備等） 

② 連携相手の開拓から協業の実行、成果創出に至るまでの一連のプロセスを提供するオープンイ

ノベーションプラットフォーマーを活用した支援強化、プラットフォーマー利用に係る補助制

度の創設 

③ イノベーション創出に向けて、中小企業がスタートアップと実証実験に取り組む際の費用補助

など支援強化、アクセラレータープログラムの費用補助事業の創設  

④ スタートアップと中堅・中小企業の協業による事業化、成果創出に向けたハンズオン支援事業

の強化、中長期（複数年度）にわたる支援制度の創設（新） 

⑤ 成果報酬型の「協定金スキーム」など民間の力を活用した支援の強化（新） 

⑥ 大企業や技術力を有する中小企業との連携促進に向けた人材交流支援の強化（「大企業と連携

した中小企業・スタートアップの成長促進に向けた人材交流支援事業」の充実、在籍出向費用

の一部助成制度の創設）（新） 

⑦ 中堅・中小企業におけるスタートアップ連携に関する理解促進（イノベーション創出につなが

った好事例など、理解につながる情報発信の強化）（新） 

⑧ 社会課題解決に取り組むスタートアップと中小企業の協業、オープンイノベーション促進に向

けた支援強化（「TOKYO Co-cial IMPACT」における中小企業の参画促進）（新） 
 
※東商の取組（2023年度実績）  

○中小企業のオープンイノベーション促進に向けて、オープンイノベーションプラットフォーマー２社と連携協定を締結（４月） 

○中堅・中小企業におけるオープンイノベーションの取り組みを促進する「東商イノベーションフォーラム」：201名参加 

○新領域進出・新規事業の始め方について学ぶ「イノベーション交流イベント」：76名参加 

○スタートアップとの連携マインドをもつ中小企業の裾野拡大を図る「イノベーション交流会」：65名参加 

○中堅・中小企業を対象とした「スタートアップとの連携促進」オンラインセミナー：69名参加 

○スタートアップ×中堅・中小企業のマッチングイベント「東商マッチングピッチ」：5回開催、登壇スタートアップ 26社、 

延べ 408名参加 

○中小企業のイノベーション創出・生産性向上・経営課題解決に資するサービスを展開するスタートアップとの連携による 

オンラインセミナー：13回開催、延べ 1,036名参加 

○産学公連携相談窓口（大学や公的研究機関の持つ知見、相談機能を広く活用できるよう企業からの相談の橋渡しを行う） 

：16件受付、うち 2件が共同研究・委託研究へ進展（相談件数累計 227件、うち 72件が共同研究・委託研究へ進展） 

○中堅・中小企業のオープンイノベーション・産学公連携促進に向けたイベント「大学等との連携で経営課題を解決！中小 

企業の産学連携の取組とポイント」：64名参加 

○中小ものづくり企業の IT、IoTの活用を支援するべく好事例を紹介する「中小製造業の好事例集（ウェブ版）」への 

事例の追加：5社（計 48社掲載） 

 

２．ゼロエミッション東京の実現に向けた中小企業の省エネ対策・技術開発の推進 

2050 年のゼロエミッション実現に向けて、社会的機運が高まる中、中小企業にも脱炭素化に向

けた取り組みの推進が期待されている。今後も成長分野であるＧＸ領域への挑戦は期待される所

であり、「躍進的な事業推進のための設備投資支援事業（ゼロエミッション要件）」「ゼロエミッシ

ョン推進に向けた事業転換支援事業」を通じたイノベーション創出とゼロエミッション製品の販

路拡大支援を強化されたい。 

省エネ対策に関して、サプライチェーン全体での排出量削減のため、取引先から排出量削減を
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求められる声が増えている。当商工会議所が本年６月に公表した「中小企業の省エネ・脱炭素に

関する実態調査」によると、脱炭素に向けた取り組みを実施している企業は７割となっているも

のの、「マンパワー・ノウハウが不足している」「取り組むための資金が不足している」など多く

の課題に直面している状況である。当商工会議所では、省エネや脱炭素の取り組みを後押しする

「Tosho 攻めの脱炭素」事業を展開しているが、コスト負担を抑えながら排出量削減に取り組め

るよう、戦略策定を支援する専門家支援の強化、省エネ設備や計測システム導入などに対する補

助・助成の継続・拡充に取り組まれたい。 
 

【具体的要望内容】 

① 排出量削減につながる省エネ設備の導入や、エネルギー使用量などの見える化促進に向けた計

測システム導入などへの補助・助成の継続・拡充、および導入するうえでの専門家による脱炭

素化に向けた経営戦略策定支援の強化（「クール・ネット東京」の活用促進、「ゼロエミッショ

ン実現に向けた経営推進支援事業」の強化）（新） 

② 「躍進的な事業推進のための設備投資支援事業（ゼロエミッション要件）」、「ゼロエミッション

化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業」など、競争力強化に向けた取り組みや、省エ

ネに向けた設備投資を後押しする施策の強化、拡充 

③ 「ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業」において、都外の工場な

どの自社所有物件への設備投資も対象とするなど、対象範囲や経費の拡大 

④ ゼロエミッションに資する製品の調達推進、販路拡大支援の強化（「ゼロエミッション推進に向

けた事業転換支援事業」の継続・強化、東京都トライアル発注認定制度を通じた PR 強化） 

⑤ グリーンの価値が適正な価格として評価されるための周知促進（新） 
 
※東商の取組（2023年度実績）  

○「東商環境アクションプラン」にもとづく環境関連イベント：64回開催、延べ 3,700名参加  

○環境・エネルギーに関する都・区との連携（共催・後援等）：10回実施 

 

３．国際展開に対する支援 

中小企業の経営環境は、国内市場縮小の懸念や、足元の地政学リスクの高まり、長引く円安や

原材料価格の高騰など、不透明感が高まっている。そうした中で、中小企業が成長を実現するた

めには新市場の開拓が必要であり、海外市場への進出も有効な選択肢である。また、国内市場と

は異なる多様なニーズに対応することで、自社製品・サービスの付加価値向上にもつながる。し

かしながら、当商工会議所が昨年 12 月に公表した「中小企業の経営課題に関するアンケート」で

は、直接輸出企業の割合は 13.2％に留まっている。国際展開は拠点進出に限らず様々な選択肢が

存在することから、中小企業の成長実現に向けて多くの企業の挑戦を後押しすることが求められ

る。 

東京都では、「中小企業海外展開支援事業」を通じて中小企業の国際展開に向けた現地情報の収

集からプラン策定支援、ビジネスマッチングや越境ＥＣ出品などの販路開拓支援、輸出拡大支援

など、網羅的に企業の取り組みをサポートしている。人手不足の下では、実務の導入部分までサ

ポートを望む声もあり、中小企業が自走できるよう切れ目のない支援を図られたい。 

円安が輸出を始める企業にとって好機となる中、実際に取り組む企業からは、「具体的な進め方
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だけでなく、リスクへの対応や成果につながる後押しがあると有難い」といった声が寄せられて

いる。中小企業の取り組みにつながる情報発信はもちろんのこと、取引成約に向けた万全なフォ

ロー体制まで整った「海外展示会出展等支援」など、国際展開の機会創出とアフターフォローの

充実に取り組まれたい。 
 

【具体的要望内容】 

① 国際展開のきっかけ・着手につながる、様々な国際展開手法に関する好事例の横展開 

② 新たに国際展開に取り組む企業の自走化までのサポート強化（事前調査、戦略支援から、進出

支援、マッチング、実務の導入支援、越境ＥＣ活用、外国語サイトの構築に至るまで、取り組

みから成果創出までの切れ目のない支援強化）（新） 

③ 国際展開の第一歩に成り得る「越境ＥＣ」に対する支援（「越境ＥＣ出品支援事業」の継続およ

び複数回の募集による支援機会の拡充） 

④ ＷＥＢサイトの多言語対応などに向けた支援の強化（「海外デジタルマーケティング支援」の強

化）（新） 

⑤ 海外展示会の積極的活用や出展に向けた支援（「市場開拓助成事業」や「海外展開総合支援事業

（海外展示会出展等支援）」の利用促進、予算拡充、対象経費拡大）、海外の現地企業とのマッ

チング強化、実施後のアフターフォローの充実（新） 

⑥ 現地拠点の事業転換など進出後の課題に対応するための支援（新） 
 

 

 

Ⅱ．人手・人材不足への対応強化 

１．デジタルシフト・ＤＸの加速化による生産性向上支援 

日本商工会議所・東京商工会議所が本年２月に公表した「中小企業の人手不足、賃金・最低賃

金に関する調査」において、人手が「不足している」と回答した企業は 65％にのぼった。しかし

ながら、人手不足の対策として「採用活動」をあげる企業が８割と、採用に重きが置かれている

状況で、「デジタル・機械・ロボットの活用」をあげる企業は３割に留まった。今後の生産年齢人

口の減少を踏まえると、生産性向上を図るためには、人手を補完するデジタル技術やロボットの

活用に注力しつつ、人的リソースは自社の価値を生み出す事業や業務に集中させるなど戦略的な

対応が求められる。 

ＩＴの導入・活用のレベル向上に取り組む企業を増大する上では、経営者の意識改革が最も重

要である。東京都では、デジタル化に関心の低い中小企業にその必要性を周知し各企業の取り組

み状況に応じて支援メニューにつなげる「都内中小企業向けデジタル技術導入促進ナビゲーター

事業」やデジタル施策の総合窓口として「中小企業デジタルコンシェルジュ」を開設し、「ＤＸ推

※東商の取組（2023年度実績）  

○各地商工会議所に対しカリキュラムと講師をワンパッケージにした「全国商工会議所輸出促進セミナーメニュー」を提供 

（19商工会議所開催、延べ約 550名参加） 

○「商工会議所海外展開支援担当者研修会」の開催（12月） 

○海外展開を体系的に解説した「海外展開支援ハンドブック」を発行（2024年２月） 

○オンラインセミナーの実施による情報提供：２回、延べ 78名視聴 

○海外オンライン視察会：35名参加 
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進支援事業」を大幅に拡充するなど、ニーズに応じた施策を取り揃えていただいている。引き続

き、デジタルシフトに着手していない企業に対する、「気づき」の促進から、デジタルツール導入

後の活用まで、企業のレベルに応じた専門家による伴走支援を継続いただくとともに、デジタル

技術導入やデジタル人材育成も含めた各種支援の実効性向上に向けて、支援事業を通じて収集さ

れる好事例・失敗事例の分析を踏まえた効果検証も図られたい。 

デジタルシフト・ＤＸ推進支援の重要性が高まる中、伴走支援にあたる専門人材が不足してい

る。当商工会議所としても現場の強化を図っていく所存であるが、支援機関・金融機関などの支

援者に対する育成の強化も図られたい。 

デジタルシフトの進展に伴い、サイバー被害が増加し、中小企業にとっても大きな脅威となっ

ている。サイバーセキュリティ対策はデジタルツール導入と併せて施すべきであり、導入支援と

組み合わせた施策展開を図るとともに、サイバーセキュリティに対する支援を強化いただきたい。 
 

【具体的要望内容】 

① ＩＴ導入からＤＸによる競争力強化までの伴走支援の継続と実効性向上に向けた対応の強化、

効果検証の実施（「都内中小企業向けデジタル技術導入促進ナビゲーター事業」「中小企業デジ

タルツール導入促進支援事業」「ＤＸ推進支援事業」の継続・周知強化、好事例・失敗事例の分

析結果に基づいた制度見直し）（新） 

② ＩＴ導入やデジタルシフトに資する伴走支援の質向上に向けた支援者の育成強化（新） 

③ ＩＴ導入に向けたＩＴベンダーと中小企業とのマッチング支援 

④ ＩＴ活用の好事例および他の企業の教訓となる失敗事例の発信や身の丈に合う実践事例の積

極的な発信および機器導入に向けた知識習得支援 

⑤ 中小企業の情報セキュリティに対するリテラシー向上、ソフト・設備機器導入支援の継続（「中

小企業サイバーセキュリティ普及啓発事業」や「中小企業における危機管理対策促進事業」の

継続） 

⑥ サイバーセキュリティ対策の意識醸成に向けて、デジタル関連施策内での展開、周知強化（「Ｄ

Ｘ推進支援事業」内のメニューとしてサイバーセキュリティ関連事業を展開（新） 

⑦ 中小企業の省力化を後押しする支援の強化（「緊急デジタル技術活用推進助成金」の継続）（新） 

⑧ 2024 年問題対応の強化（「『2024 年問題』対策に伴う設備投資緊急支援事業」の拡充、好事例

の横展開）（新） 

⑨ 補助金・助成金などに関する申請書類・報告書類の簡素化やオンライン手続推進、行政サービ

スにおけるデジタル活用および「はんこレス」の拡大など、「スマート東京」の早期実現に向け

たデジタルガバメントの推進 
 
※東商の取組（2023年度実績）  

○ＩＴ活用に関するオンラインセミナーの実施による情報提供：88回、延べ 4,202回視聴 

○「東商サイバーセキュリティコンソーシアム」による中小企業向けサイバーセキュリティ支援サービスの提供や情報提供 

（セミナー・相談会）の実施 

○ＩＴベンダーと中小企業の接点創出、デジタルツール導入促進に向けた商談・相談・交流イベントの実施：累計で中小企 

業 188名、ＩＴベンダー100社参加 

○標的型攻撃メール訓練：65社・526名を対象に実施 
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２．中小企業の自己変革を支える人材確保・育成支援 

（１）中小企業の成長を担う人材育成 

人的資本が重視される昨今、労働供給制約下で中小企業が成長を遂げるためには、生産性向上

に加えて、従業員の育成を進めることで、限られた人員でも成長できる「少数精鋭の成長モデル」

への自己変革を果たすことが求められている。 

とりわけ、生産性向上や付加価値の拡大につなげる人材育成の取り組みは重要度を増している。

中小企業からは「デジタル活用を進めたいが、デジタル人材が不足している」「現状の業務を回す

のが精一杯で育成にかける時間的余力がない」といった声が上がるなど、慢性的な人手不足も相

まって、自社内での対応が困難な企業も存在している。 

デジタル人材の育成においては、社内のデジタル化を自走できるよう、企業ごとの実態に合わ

せた学習プログラムの策定、学習サポートが必要である。一体型の支援である「ＤＸ人材リスキ

リング支援事業」や、民間の力を取り込んだ「スタートアップの知見を活用したリスキリングに

よる中小企業デジタル化支援事業」を通じて強力に後押しいただきたい。 

中小企業における従業員の人材育成では、育成に充てる資金、教える人材・ノウハウが不足し

ており、公的な職業訓練の充実が不可欠である。「職業能力開発センター」の機能を拡充し、企業

のニーズに応じて育成計画の作成やオーダーメイド型の支援に取り組まれたい。併せて、「キャリ

アアップ講習」においてもオンライン化の充実などリカレントに取り組む従業員が学びやすい環

境を整備するとともに、講座の細分化による受講利便性の向上も図られたい。 

イノベーション活動を担う人材不足に対して、豊富な経験を有する大企業や専門人材のノウハ

ウを活用することは、社内の人材育成にも寄与する。「大企業と連携した中小企業・スタートアッ

プの成長促進に向けた人材交流支援事業」を通じたマッチング機能の強化に加え、在籍出向費用

の一部助成制度の創設により一層推進すべきである。 
 

【具体的要望内容】 

① 社内のデジタル化推進の中核となる人材育成に対する支援の活用促進（「ＤＸ人材リスキリン

グ支援事業」の周知徹底、介護・看護業、宿泊・飲食業など労働集約型産業への優先枠の創設）

（新） 

② デジタル人材の中小企業とのマッチング支援強化（「デジタル人材育成支援事業」の利用者と中

小企業とのマッチングの強化） 

③ イノベーション活動をけん引する人材を育成する「経営人財育成スクールＮＥＸＴ」の周知強

化（新製品・新サービスの開発を担う中核人材の育成強化） 

④ 「職業能力開発センター」の機能強化（訓練内容の質・量のさらなる拡充、 東京都中小企業振

興公社や東京しごとセンターによる活用の能動的な働きかけ、企業の人事労務担当者向けの体

験学習の機会創出、人員の増強や設備の維持・拡充に向けた十分な予算措置）（新） 

⑤ キャリアアップ講習における更なるオンライン化促進、講座の細分化による受講利便性の向上

（新） 

⑥ 大企業や技術力を有する中小企業との連携促進に向けた人材交流支援の強化（「大企業と連携

した中小企業・スタートアップの成長促進に向けた人材交流支援事業」の充実、在籍出向費用

の一部助成制度の創設）（再掲） 
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（２）中小企業の採用活動と多様な人材の活躍支援 

当商工会議所が本年３月に実施した「東商けいきょう（中小企業の景況感に関する調査）」では、

2023 年度の採用実績について、約半数が計画していた人数を充足できず、中小企業の人材確保は

厳しい状況にある。企業や業界団体からは、「ハローワークで必要な人材を採用できない」「民間

のエージェントは手数料が高い上に、返金規定を過ぎてすぐに退職するケースも存在する」とい

った声が寄せられており、公的な職業紹介への期待は大きい。マッチングの質向上のためには、

業界のニーズを踏まえたマッチング機会の創出が重要である。加えて「業界別人材確保強化事業」

における対象団体数拡充や「業界連携再就職支援事業」における対象講座・人数の拡充など、業

界と連携した取組を推進されたい。 

人手不足に対して、女性、外国人材、シニア、障がい者など「多様な働き手」の活躍推進を図

ることは、人材確保のみならず、事業活動に多様な視点を取り込む効果も期待される。女性にお

いては、管理職における女性の割合が低水準に留まる中において、キャリアアップに向けた育成

の仕組みづくりが重要であり、「女性従業員のキャリアアップ応援事業」や「女性向け委託訓練」

を通じた取り組みの強化を求めたい。また、外国人材においては、受け入れ後の定着に向けた支

援にも取り組まれたい。 
 

【具体的要望内容】 

① 業界と連携した人材確保の取組推進、人手不足業界の魅力発信の強化（新） 

 「業界別人材確保強化事業」における対象団体数の拡充、周知促進 

 「業界連携再就職支援事業」における、ＩＴコースなど既存分野の対象講座・対象人数の拡充、

団体のニーズなどを踏まえたコースの新設など、職業訓練とマッチングの一体的支援の拡充 

② 多様な担い手の活躍機会創出に向けた支援強化（新） 

 「成長産業人材雇用支援事業」（トライアル就労を活用した正社員化）や「成長産業分野キャリ

ア形成支援事業」（職業訓練とマッチングの一体支援）における、マッチング後の定着度合や企

業・利用者双方からの訓練評価の検証・改善、わかりやすい求人情報掲載の支援 

 職業能力開発センターの求職者向け訓練における、ＩＴ関連科目の募集定員・募集時期・実施

校の拡大 

③ 専門・中核人材戦略センターの実効性担保（専門人材とのマッチング機会の充実）ならびに、

同事業を通じた人材確保に要する費用の助成拡充（新） 

④ 「学生就業体験支援事業（きづく就業体験）」における、介護・看護業、建設業、運輸業など人

手不足が深刻な業種への優先枠設置など重点的支援（新） 

⑤ 大学や専門学校の就職相談窓口、ハローワークと連携した「中小企業しごと魅力発信プロジェ

クト」の周知強化（新） 

⑥ 「中小企業人材確保総合サポート事業」の「人材確保コンサルティング」の周知強化、利用促

進（新） 

⑦ 女性のキャリア形成支援の強化に向けた企業による人材育成計画策定や賃金体系見直しへの

伴走型支援（新） 

⑧ 男性も含む全ての従業員が仕事と育児を両立しやすい社内体制の整備（業務の見直し、省力化、
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マルチタスク化）への伴走型支援 

⑨ 就業意欲の高いシニア人材と中小企業のマッチング支援の強化（新） 

⑩ 外国人材（留学生、高度人材等）と中小企業とのマッチングおよび定着に資する支援（「中小企

業の外国人材受入支援事業」の拡充） 

⑪ 日本語教育や地域コミュニティでの共生社会実現など、生活面を含む定着支援の充実（中小企

業の外国人社員に対する研修など支援事業の拡充、地域との交流イベントの実施） 

⑫ 障がい者の活躍推進に向けた企業の受入環境の整備（障害特性や個社の事情を踏まえた、業務

の切り出しやデジタル化・機械化等による業務遂行の円滑化に資する伴走型支援の強化）（新） 

 

（３）働きやすい社会の実現に向けた就労環境整備 

本年４月より建設業・運送業への「時間外労働の上限規制」が始まった。いずれも労働集約型

産業であることから、法規制へ対応するために仕事量を抑えなければならない事業者も数多く存

在し、収益や事業継続への影響が否めない。 

長時間労働是正の方策として、建設業では適正な工期設定、運送業では物流効率化が不可欠で

あるが、業界内の取り組みには限界がある。建設業においては、週休 2 日確保への取り組みが徐々

に進む一方、十分な賃金を得るために積極的に働きたいという意欲を持つ働き手もおり、事業者

はあらゆる方策を組み合わせて取り組む必要に迫られている。また、港湾運送を含む運送業にお

いては、「荷姿の統一や荷待ち時間の改善が必要」といった声が寄せられ、着荷主事業者の協力が

必要であることから、運賃見直しや「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業

者の取組に関するガイドライン」の一層の周知強化が求められる。 

働き方に対する意識の多様化により、雇用・労働環境は大きく変化している。従業員の定着に

向けて、働きがいを見出す「エンゲージメント」の向上や働きやすい環境を整備する「健康経営」

の推進は、戦略的に実践することで人材の活力向上や生産性向上も期待できることから、一層の

普及促進が重要である。 
 

【具体的要望内容】 

① 国の「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライ

ン」の着荷主も含めた周知強化（新） 

② 建設業における「2024 年問題」に係る施主も含めた周知強化（工期設定への配慮の徹底） 

③ 「働き方改革パワーアップ応援緊急対策事業」の専門家による巡回相談の強化（新） 

④ 「エンゲージメント向上に向けた職場環境づくり推進事業」を利用する企業へのコンサルティ

ング支援、「働き方改革パワーアップ応援緊急対策事業」の専門家派遣と連携した取組推進によ

る、多様で柔軟な働き方の導入に係る課題の把握から導入支援までの一貫支援の実施（新） 

⑤ 健康経営に取り組む中小企業に対する専門家を活用した支援の継続 
 
※東商の取組（2023年度実績）  

○会員企業と学校法人との就職情報交換会：３回開催、参加企業延べ 821社、参加学校法人延べ 252校、面談数 9,620件 

○東商リレーションプログラム（大学１・２年生向け職業観醸成、中小企業の魅力発信事業）：参加企業 47社、 

参加学生延べ 260名  

○都立商業高校・工業高校の進路指導教員との交流会：２回開催、参加企業延べ 123社、参加都立高校延べ 31校 

○キャリア人材サポート事業：参加企業延べ 253社、求人件数 410件、面談数延べ 450件（面談会年４回開催） 
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○都立職業能力開発センター見学会・求人相談会：２回開催、参加者延べ 58名 

○TOKYOデジタルキャリアフェア ITデジタル就職展：参加企業（東商募集）13社 

○TOKYO障害者マッチング応援フェスタ職業体験実習面談会：参加企業（東商募集）３社 

○東商×ハローワーク わかもの就職面接会：２回開催、参加企業延べ 15社、参加求職者 51名、面談数 67件 

○外国人留学生大卒等合同就職面接会：３回開催、参加企業延べ（東商募集）67社、参加求職者延べ 1,539名 

○企業 OB・OG人材との交流会：参加企業８社、面談数 40件 

○自衛隊東京地方協力本部の担当者との交流会：参加企業 29社 

○DX・GX時代を担う専門・中核人材戦略センター事業との連携（周知協力） 

○上記取り組み等による人材確保数：340名（採用数 275名・内定数 65名） 

○感染症対応力向上プロジェクトを通じた企業への感染症対策支援：80社 

○健康経営や職場における健康づくりに対する専門家派遣を通じた企業支援：89社（延べ 404回） 

○東京都の雇用就業施策に関する重点要望（12月、提出先：東京都） 

○「労働時間管理の実務と人手不足解消への道」講演会：219名参加 

○「2024年問題を乗り越えるための働き方改革」講演会：２回開催、114名参加 

 

Ⅲ．適正価格での取引推進に向けた環境整備 

１．公正な取引環境の整備 

あらゆるコストが高止まりする中、国による取引状況の調査・公表、取締りの強化により、価

格交渉の機運が醸成され価格転嫁も一定程度の効果が見られている。他方、取引環境は企業体質

や業界の商習慣によっても大きく状況が異なり、企業からは、「外資系企業は本国の考え方に基づ

くため、国の取締り強化の効果がなく、価格転嫁が進まない」といった悲痛な声が多数寄せられ

ている。また、当商工会議所が本年６月に公表した「東商けいきょう（中小企業の景況感に関す

る調査）」によると、労務費における価格転嫁では 25％が「全くできていない」と回答し難航し

ている状況である。 

このような中、国でも取り組みを加速化させているが、東京都におかれても、「下請企業対策」

の継続により、原価計算や価格交渉のノウハウ提供といった受注者向けの個社支援を引き続き実

施いただきたい。 

持続的な賃上げの原資確保に向けて労務費の価格転嫁の推進は今後一層重要となる。企業から

も「今後労務費の価格転嫁交渉を行う予定だ」という声や、「賃上げの動きが続く今が労務費を価

格転嫁するチャンスだ」という声も聞かれている。昨年 11 月に公正取引委員会等で公表した「労

務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」に基づき東京都では「労務費増加試算ツール」

を作成されたが、経営支援や個社支援内での活用にも取り組まれることで、中小企業への賃上げ

原資確保に向けた後押しをされたい。 
 

【具体的要望内容】 

① 下請企業との公正取引や知財取引の適正化など「下請振興基準」の遵守に向けた国との連携に

よる「下請振興法」の普及・啓発事業の展開 

② 下請企業の価格交渉促進に向けて業種に応じた個社支援・指導の強化（下請企業対策の拡充、

下請センター東京における普及啓発・相談対応の強化） 

③ 「労務費増加試算ツール」、国の「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の活用、

発注者に対する周知促進（発注者・受注者に求められる 12 の行動指針の徹底）（新） 

④ 各種業界団体の下部組織における「自主行動計画」の策定、「自主行動計画」および「下請適正
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取引等推進のためのガイドライン」の現場への浸透・徹底に向けた都内業界団体に対する働き

かけ 

⑤ 業種特性を踏まえた価格転嫁の成功事例の収集・周知（「下請取引適正化推進員」との連携促進、

活動実績の公表） 

⑥ ＢｔｏＣ事業者の円滑な価格転嫁を実現するため、付加価値も含めた適正価格で取引すること

に対する理解促進（メディアを通じた消費者向け広報の強化） 

⑦ 中小企業庁作成の「知的財産取引に関するガイドライン・契約書のひな形」の普及・啓発（新） 

 

２．パートナーシップ構築宣言の推進と実効性向上に向けた取り組みの加速化 

2020 年６月より募集が開始された「パートナーシップ構築宣言」公表企業数は 49,000 社を超

えたが、適正価格での取引推進に向けて、さらなる宣言拡大と実効性の向上が求められている。

経済三団体では本年１月に「構造的な賃上げによる経済好循環の実現に向けた要請」を連名で取

りまとめ、「パートナーシップ構築宣言」への参画を呼びかけるとともに、宣言の趣旨を徹底し、

経営者自らが先頭に立ち取引適正化の取り組みを強力に進めるよう会員事業者等に働きかけてい

る。当商工会議所としても宣言拡大に向けた働きかけを強化する所存であるが、サプライチェー

ン全体の共存共栄の実現のため、委託事業に対する宣言企業への優先発注制度や各種助成金にお

ける加点要素への追加などについても検討、実施されたい。 
 

【具体的要望内容】 

① 取引適正化に向けた「パートナーシップ構築宣言」の強力な推進（東京都からの委託事業にお

ける採択条件化、各種補助金・助成金の加点要素への追加等） 

② 「パートナーシップ構築宣言」の宣言企業が補助金・助成金の加点を申請する際、宣言の有無

だけでなく、具体的な取り組みや実績を明記するなど、実効性を高めるための仕組みを創設 

③ 「パートナーシップ構築宣言」の宣言企業の現場（購買）担当者への浸透に向けた周知活動の

強化 
 
※東商の取組（2023年度実績）  

○オンラインセミナーの実施による情報提供：8回、延べ 847名視聴 

 

Ⅳ．中小企業の成長ステージに応じた支援の強化 

１．多様な起業・創業の促進、スタートアップの成長促進 

（１）経済活力の維持、向上に向けた起業・創業の促進 

東京都内の企業数は、年々減少していたが、2021 年の調査では若干の増加に転じた。多様な働

き方が浸透する中、起業・創業を促進する施策を強力に推し進めてきた成果であるが、2022 年度

の東京都の開業率は 4.4％と、10％前後で推移する欧米主要国と比べて低位にとどまる状況は改

善されていない。東京を世界有数の起業しやすい都市にするためには、各段階における不安を取

り除くことが重要であり、起業・創業の「認知・検討」段階における「小中学校向け起業家教育

推進事業」「高校生起業家養成プログラム」の推進、起業の「選択・準備」段階における経営実務

に関する支援の充実など起業・創業に至るステージに応じた対策を講じることが必要である。 
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また、大企業内で十分に活用されていない人材や革新的なアイデアなどの経営資源に焦点を当

てて、カーブアウトやスピンオフによる起業・創業を促進することは、日本が有するポテンシャ

ルを最大限活用するという点で重要である。大企業に所属しながら新事業に挑むアプローチは、

失敗へのリスクを低減し、より多くの人が起業を検討するきっかけにもつながることから、「新事

業発掘プロジェクト事業」を通じた支援強化に取り組まれたい。 

起業を考える際のリスクとして、創業期の「死の谷」を乗り越えるための資金供給や再チャレ

ンジの重要度は、現在のビジネス環境において極めて高い。特に、事業に失敗した後の再チャレ

ンジの難しさは、多くの起業家が直面する大きな障壁となっている。この課題に対処するには、

「リスタートアントレプレナー支援事業」を通じ、再チャレンジに対する支援体制の充実が必要

である。加えて、アントレプレナーシップの涵養が重要であり、新たな価値を生み出そうとあき

らめずに挑戦する資質を育む教育に中長期的に取り組むことで、失敗を許容し、再チャレンジを

後押しする意識・文化を醸成することが必要である。 
 

【具体的要望内容】 

① 新たな地域経済の担い手にもなる起業・創業の促進に向け、特に初等中等教育などの年代も含

めた、アントレプレナーシップ教育の強力な推進 

② 創業支援に関する安定的な予算の確保（「創業助成事業」の予算拡充等） 

③ 起業から事業拡大まで、経営実務を経験してきた先輩経営者によるサポート強化（サポート役

となる先輩経営者とのマッチングやメンタリング支援プログラムの実施、創業支援施設におけ

る企業経営者による相談対応の充実等）（新） 

④ 起業の裾野拡大に向けた、大企業からの独立、カーブアウトスタートアップ創出を後押しする

「新事業発掘プロジェクト事業（GEMStartup TOKYO）」による支援強化 

⑤ 創業期の「死の谷」や急激な事業拡大局面を乗り越えるための支援強化（経営基盤が脆弱な創

業初期の企業に対する成長性・将来性に重点を置いた資金供給、事業計画の見直し・策定支援

等） 

⑥ 再チャレンジを後押しする「リスタートアントレプレナー支援事業」の強化 

 

（２）イノベーション創出の担い手として期待されるスタートアップの成長促進 

スタートアップは革新的な製品・サービスを生み出すことで市場を切り開き、新たな需要を生

み出すことで経済を活性化する存在である。今後、日本経済を大きく成長させるためには、イノ

ベーションの担い手であり、社会課題解決にも貢献し得るスタートアップの成長促進に官民を挙

げて取り組むことが求められている。 

東京都では、2022 年に新たなスタートアップ戦略「Global Innovation with STARTUPS」を取

りまとめ、取り組みを進めているが、計画に対して的確な進捗把握と着実な実行を求めたい。ま

た、東京は、40 万を超える中小企業や多様な人材、さらには研究機関や金融機関が集積している。

東京という集積のメリットを生かし形成されているエコシステムの中で、本年 5 月にオープンし

た「Tokyo Innovation Base」（TIB）を拠点として、多様なプレイヤーが参画することでより一層

のエコシステムの活性化を図るべきである。とりわけ今後のエコシステム形成の取り組みにおい

て、中堅・中小企業の参画を促進すべきである。 
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また、スタートアップの中には、ユニコーンのような急成長を遂げるスタートアップのみなら

ず、研究開発型や社会課題解決型のスタートアップも存在する。個社に対する支援体制の拡充は

もちろんのこと、スタートアップの類型やフェーズ、成長志向に応じた施策を展開されたい。 
 

【具体的要望内容】 

① 新たなスタートアップ戦略「Global Innovation with STARTUPS」に基づく取り組みの着実な

実行 

② 網羅的に措置されている支援施策の周知強化ならびに効果検証、ニーズや実態に応じた改善 

③ スタートアップエコシステムの活性化、中堅・中小企業の参画促進（「Tokyo Innovation Base」

（TIB）を拠点としたスタートアップエコシステムへの中堅・中小企業の参画促進）（新） 

④ スタートアップの成長促進に向け、ユニコーン創出のみならず、様々な成長志向を持つスター

トアップに目を向けた議論の実施と、実態をふまえた予算・支援施策の措置 

⑤ 革新的なイノベーション創出に対する、事前調査段階から事業化、社会実装、成果創出に至る

までの切れ目のない支援メニューの充実 

⑥ スタートアップの多様なアイデアを発掘するための「多段階選抜方式」の導入促進 

⑦ スタートアップ育成に向けた、中長期のハンズオン支援事業の創設 

⑧ スタートアップの実績、信用蓄積につながる、実証実験事業などを通じた行政による支援強化、

“ファーストカスタマー”としての市場創出支援、公共調達への参入促進 

⑨ 成果創出までに時間を要するハードウェアベンチャー育成、都内ものづくり産業の活性化に向

け、「ものづくりベンチャー育成事業」の継続的な実施 

⑩ 革新的な製品・サービスの事業化に向け、中小企業がスタートアップと実証実験に取り組む際

の補助制度創設、アクセラレータープログラムの費用補助事業の創設 

⑪ 海外ＶＣの誘致、国内スタートアップ情報の発信など、スタートアップの資金調達環境の整備

促進、グローバルイベントなどの積極開催 
 
※東商の取組（2023年度実績）  

○創業窓口相談：2,978件（個別・専門相談）        

○創業ゼミナール：２回開講、各７日間延べ 40名参加／2003年 11月から開講、延べ卒業者数 1,345名  

○創業テーマ別セミナー：年２回開催、延べ 35名参加    

○大学における起業家講演：５大学で５回開催 

○「2023年度版開業ガイドブック」・「創業マンガ」の制作・発行 

○東商アイディアピッチ：参加者 42名、登壇者８名（創業５年未満の方を対象とした地域課題の解決に資するビジネスアイデ 

アピッチを東商として初めて開催） 

○スタートアップ×中堅・中小企業マッチングイベント：参加者 44名、登壇者 8社（ハイブリッド形式のピッチイベント） 

○発達段階に応じたアントレプレナーシップ教育の推進に向けた意見（５月） 

○中小企業を顕彰する「勇気ある経営大賞」に、「スタートアップ部門（創業 10年以内の企業が対象）」を新設 

○「子どもが育つ、社員が伸びる アントレプレナーシップ教育支援ガイドブック」の発行（2024年２月） 

 

２．地域経済を支える中小企業・小規模事業者に対する支援継続、強化 

（１）中小企業・小規模事業者の持続的な成長に資する支援 

当商工会議所では、域内事業者の身近な相談先として、23 支部、本部の中小企業相談センター

やビジネスサポートデスクにおいて年間 10 万件を超える経営相談に対応している。継続性のあ
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る伴走型支援を行うためには、中小企業・小規模事業者に寄り添い、課題の整理から解決まで支

援する経営指導員の人材確保が必要不可欠である。コロナ禍からの脱却に伴い、業況が改善して

いる企業とコロナ禍前の水準まで回復できない企業との二極化が進行しており、これまで以上に

個社の状況に応じたきめ細かな支援を強化する必要性が高まっていることから、商工会議所に対

する小規模企業対策予算の安定的な確保に努められたい。 

「中小企業活力向上プロジェクトアドバンス」は、事業者自身に気づきを与え、支援機関・専

門家と連携、協力しながら、潜在的な課題解決に向けたきめ細かい伴走型支援を行うものとして

大変有効な施策である。中小企業・小規模事業者の経営力強化を後押しすべく、引き続き、同事

業の実施、拡充を図られたい。 

活力ある地域・まちづくりを推進するうえで、地域の生活・防犯・防災などの社会的機能を補

完し、コミュニティの担い手としての機能を持つ商店街の役割は大きい。こうした重要な役割を

担う商店街のさらなる活性化に向けて、任意団体の法人化が促進されるよう、インセンティブの

拡充を求める。 

 

【具体的要望内容】 

① 商工会議所が実施する小規模企業対策に対する安定的な予算確保 

② 地域の事業者の事業継続（事業承継、創業、経営革新）に資する地域持続化支援事業（拠点事

業）の安定的・継続的な予算確保 

③ 「中小企業活力向上プロジェクトアドバンス」など、中小企業・小規模事業者の経営力強化施

策の継続的な運用、支援を受けて事業計画書を作成した事業者に対する支援施策の充実（各種

支援施策への加点要素化等） 

④ 商店街の環境整備支援、および任意団体の法人化推進 
 
※東商の取組（202３年度実績）   

○指導件数：巡回指導（対象企業数）12,197社 実績 32,782件 ／ 窓口指導（対象企業数）：19,902社、実績 78,167件 

集団指導（講習会）：565回開催、14,006名参加 ／ エキスパートバンク事業：269社、実績 621件 

○東商における経営改善普及事業予算等：約 23億円（内、東京都補助約 21億円） 

○ビジネスサポートデスク相談件数：3,905社、8,979件 

 

（２）地域産業の成長を支える国内販路開拓支援 

本年６月に公表した「東商けいきょう（中小企業の景況感に関する調査）」によると、売上ＤＩ

は 5.4 であり、大幅に改善した 2023 年 4-6 月期から悪化を見せている。とりわけ実質賃金がマ

イナスで推移する中において、ＢｔｏＣ企業を中心に消費低迷に苦しむ企業が増えている。企業

からも「新商品を開発したものの、既存製品と分野が異なるため販促に苦戦している」「消費者の

節約志向が目立ち購入を控えているため売上につながらない」といった声が寄せられている。成

長を目指す上で、中小企業の生み出した価値ある製品・サービスの販路を確保することは重要で

あり、事業基盤を安定・強化させるという観点からも、売上を伸長させる販路拡大支援が求めら

れる。とりわけ、コロナを経て、受注側・発注側ともにリアル面談のメリットが再認識されてお

り、当商工会議所と東京ビックサイトが主催する「東京ビジネスチャンスＥＸＰＯ」や地方企業

との受発注機会につながる「地域連携型商談機会創出事業」の継続的な予算措置を求める。 
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また、地元に根付く地域貢献型の中小企業においては、個社の取り組みには限界があることか

ら、地域産業の活性化を通じた販路開拓の支援が必要であり、地域産業の魅力発信など多様な主

体が参画して行う「地域産業成長支援事業」の拡充も図られたい。 
 

【具体的要望内容】 

① 都内中小企業の新たな販路開拓に資する展示会・商談会に係る支援の継続（「東京ビジネスチャ

ンスＥＸＰＯ」の継続） 

② 中小企業の販路開拓に資する支援事業の強化、拡充（「目指せ！中小企業経営力強化アドバンス

事業」による支援強化、「中小企業活力向上プロジェクトアドバンス」を経て展示会出展助成を

受けた事業者が、経営革新計画などに基づく新たな取り組みを実施した場合は複数回の助成を

認めるなど事業の拡充） 

③ 展示会出展助成などの販路開拓支援の実効性を高めるための、マーケティング・ブランディン

グ戦略構築段階から成果創出に至るまでの、専門家・専門人材による一貫した支援強化 

④ 「販路開拓におけるＤＸサポート事業」によるデジタルマーケティング、営業ＤＸ支援の推進

と、中小企業の理解促進に向けた好事例の横展開 

⑤ ＥＣサイト構築・運用やＥＣモール出店に係る幅広い支援の実施（「メディア活用販路開拓支援

事業」、「ＥＣサイトの活用による東京の特産品販売支援事業」の継続） 

⑥ 都内企業の新規商品開発を強力に後押しし、都内企業と地方企業とのネットワーク強化に有効

な「地域連携型商談機会創出事業」の継続 

⑦ インバウンド消費増大に向けて、「ＢｕｙＴＯＫＹＯ推進活動支援事業」等における東京都の産

品のアンテナショップの開設 

⑧ 多様な主体の参画で地域産業を活性化する「地域産業成長支援事業」の予算拡充（新） 
 
※東商の取組（2023年度実績） 

○中小企業活力向上プロジェクトアドバンス 

経営分析支援企業 922社、アシストコース支援企業 148社、アドバンスコース支援企業 90社    

○東京ビジネスチャンスＥＸＰＯ：出展者 289社、出展地域商工会議所 10団体、来場者数延べ 11,103名 

○商談会：11回開催、商談件数 2,736件 

○ビジネス交流会：13回開催、延べ 578名参加、交流機会 4,976件 (本部主催分) 

○展示会出展支援：３回実施、51社 

○工業系展示会「全国の匠の技展」：１回実施、50社出展 

○地域連携型商談機会創出事業：３か所で開催、商談件数 941件 

 

３．中堅企業に対する支援の強化 

国では、中小企業者を除く従業員 2,000 人以下を「中堅企業」と定義づけ、本年３月に中堅企

業に対する支援施策を取りまとめた「中堅企業成長促進パッケージ」を策定した。これまで支援

が手薄であった中堅企業に対する施策の展開により、中小企業が中堅企業へと成長する後押しと

なる。東京都におかれても、この動きを踏まえて、支援施策を活用している中小企業が競争力を

有しながら中堅企業となり、さらには持続的に成長することができるよう、中小企業卒業後一定

期間は中小企業向けの設備投資施策が使える制度等を検討されたい。 
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４．価値ある事業の円滑な承継や事業再編に向けた支援 

「2024 年度版中小企業白書」によると、中小企業の経営者年齢のピークは、若年層側・高齢層

側の双方に向けて緩やかに分散してきており、中小企業の事業承継対策に一定の進捗がみられる。

一方で、75 歳以上の経営者の割合は過去最高となっており、これらの企業は十分な準備がないま

ま経営者交代、あるいは廃業するリスクが高い。 

当商工会議所が本年２月に公表した「事業承継に関する実態アンケート」において、事業継続

の意思があるものの、後継者を決めていない事業者が３割にのぼっている。また、休廃業を選択

する企業のうち、半数以上は直近の業績が黒字である（株式会社東京商工リサーチ「『休廃業・解

散企業』動向調査（2023）」）。後継者が決まらず廃業となれば、中小・小規模事業者が保有する

「価値ある事業」が失われる恐れがあり、依然として中小企業の事業承継は喫緊の課題である。

事業承継の課題は各事業者で様々で、承継のタイミングも異なることから、円滑な事業承継には、

早期に対策に取り組み、計画的に実行することが重要である。早期着手に向けた「気づき」を促

し、「決断」の後押しを強力に進めていかなければならない。 

また、当商工会議所の「事業承継に関する実態アンケート」では、親族内承継の割合が最も高

いものの、従業員承継の割合も増加傾向にある。従業員承継については、事業者からも、「情報が

少ない」、「株式買取のための資金調達に困難を感じる」、「親族承継以上に後継者教育が不足しが

ち」といった声が寄せられており、事例の発信や既存施策の周知を強化されたい。 

さらに、近年、中小・小規模事業者へのＭ＆Ａ市場は急速に拡大してきた。後継者不在企業に

とってＭ＆Ａは効果的な手法である一方で、中小企業のＭ＆Ａに対する理解不足や業界イメージ

の改善を求める声も寄せられており、中小・小規模事業者の身近な存在である税理士等の専門家

や地域金融機関などを巻き込んだ対策を、一層推進されたい。 

ゼロゼロ融資の返済も本格化し、今後、倒産・廃業懸念企業の増加が見込まれる。残すべき事

業や従業員を守るためにも、倒産・廃業前に事業譲渡等のＭ＆Ａを選択肢の一つとして検討でき

るよう、周知を図られたい。特に同業種内での事業引継ぎについては、比較的検討しやすく、相

乗効果を発揮しやすい傾向にあることから、周知を強化いただきたい。 
 

【具体的要望内容】 

① 事業承継対策の第一歩である自社株式の評価の重要性の周知（情報発信）と「事業承継支援助

成金」を活用した推進（新） 

② 事業承継対策に取り組む契機につながる事例・情報の発信（事業承継により事業ドメインを再

構築し、企業の成長を果たした事例の発信） 

③ 事業承継をはじめ地域の事業者の事業継続に資する地域持続化支援事業（拠点事業「ビジネス

サポートデスク」）の安定的な予算確保、利用促進 

④ 事業承継に要する時間を考慮し、後継者候補の早期決定と育成および事業承継計画の早期作成

の重要性の周知 

⑤ 税理士などの専門家・地域金融機関などを巻き込んだ事業承継対策の推進（早期着手に向けた

「決断」の後押し、事業承継税制の正しい理解・活用の促進、中小企業・小規模事業者のＭ＆

Ａの推進等） 

⑥ 「後継者イノベーションスクール」の利用促進、民間事業者等が行う後継者育成講座等の費用
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に対しての補助対象化（新） 

⑦ 増加傾向にある「従業員承継」の事例の発信、従業員承継における株式買取資金に活用できる

東京都制度融資の周知強化および東京中小企業投資育成株式会社の活用促進（新） 

⑧ 東京都がＭ＆Ａプラットフォーマーと連携し譲渡側の中小企業のＭ＆Ａマッチングを支援す

る「企業再編促進支援事業」の継続、活用促進 

⑨ 倒産・廃業懸念企業が一部事業の譲渡により、譲受企業にて事業を存続、雇用維持した事例、

同業種内での事業引継ぎ等の事例発信および推進（新） 

⑩ 中小企業の PMI を支援する「経営統合支援事業」の周知、活用促進および統合作業ができる専

門家・アドバイザーの育成 

⑪ 「経営者保証に関するガイドライン」「事業承継に焦点を当てた『経営者保証に関するガイドラ

イン』の特則」の周知徹底、利用促進 

⑫ 経営者保証を不要とする「事業承継特別保証制度」（信用保証制度）の周知、活用促進 
 
※東商の取組（2023年度実績）  

○「中小企業の円滑な事業承継の実現に向けた意見」（７月、提出先：東京都知事等） 

○ビジネスサポートデスクにおける事業承継支援：1,034社、2,855件 

○事業承継診断の実施：診断企業数 47社 （社長 60歳「企業健康診断」®：精緻な事業承継診断） 

○東京都事業承継・引継ぎ支援センター：新規相談企業数 1,022社、成約件数 99件 

 

５．経営改善・事業再生・廃業により再チャレンジを図る企業に対する早期支援 

コロナ禍から社会経済活動が正常化しつつある中で、中小企業の業況は回復傾向にあるものの、

同一業種内でも業績が回復した事業者とそうでない事業者の二極化が鮮明となっている。当商工

会議所が昨年 12 月に実施した「中小企業の経営課題に関するアンケート調査」では、資金繰りが

厳しい事業者のうち、事業も不調である事業者は約半数にのぼった。物価高や人手不足の影響も

相まって、厳しい環境に置かれた事業者の経営課題も複雑化していることから、経営改善を伴う

支援を早期に施すことが不可欠である。 

ゼロゼロ融資の返済が本格化する中、信用保証協会による 100％保証付の融資が中心となる事

業者に対して、早期の経営改善着手につなげるため、地域金融機関や東京信用保証協会が一体と

なり支援にあたれるよう働きかけを実施されたい。また、金融支援のみならず中小企業支援機関

の支援も組み合わせながら、経営改善支援にも積極的に取り組まれたい。 

業績回復が果たせず事業再生の検討や廃業を選択する事業者が増加している。2023 年の倒産件

数、休廃業・解散件数は前年と比較して増加しており、早期相談の遅れにより廃業に至るケース

も存在している。日本経済の活力維持、価値ある事業の喪失回避のため、事業再生支援や事業譲

渡などを通じた価値ある事業の引継ぎ支援が一層重要となる。 

「中小企業の事業再生などに関するガイドライン」による民間の第三者専門家を通じた私的整

理スキームは、小規模事業者の事業再生ニーズの受け皿となる。東京都におかれても中小企業活

性化協議会による事業再生支援とともに本ガイドラインを通じた支援の周知・利用促進に取り組

まれることで、事業者のフェーズに応じた支援の強化を図られたい。 

やむなく廃業を検討する事業者に対しては、再チャレンジも含めた支援施策を理解し、自らの

決断によって早期に廃業を選択することが必要である。「倒産防止特別相談事業」では、事業者と
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ともに廃業も含めた事業継続の方向性を決定することができ、破産・倒産危機回避に一定の効果

をもたらす。相談件数が増加する中、体制強化に向けて予算拡充を求めたい。 

また、わが国では、経営者保証により、企業の倒産時には経営者自身も自己破産に追い込まれ、

再チャレンジが困難な状況になるという問題が存在する。廃業を選択する事業者に対しては、「経

営者保証に関するガイドライン（保証債務の整理）」の推進が必要である。「廃業時における『経

営者保証に関するガイドライン』の基本的考え方」とあわせて、東京都から東京信用保証協会に

対して引き続き積極的な活用を要請すべきである。 
 

【具体的要望内容】 

① 資金繰りや収益力改善の早期相談、早期経営改善支援の強化（地域金融機関や東京信用保証協

会による取引先中小企業に対する経営状況の把握、相談体制の強化、支援機関等との連携強化）

（新） 

② 経済情勢を見極めつつ、「早期経営改善計画策定支援事業」および「経営改善計画策定支援事業

（通常枠）」を利用して経営改善計画を策定した事業者においては、保証債務の条件変更に対応

するなど、“事業者の実情に応じた最大限柔軟な対応”を行うよう、東京信用保証協会に対する

引き続きの要請 

③ 「経営者保証改革プログラム」の事業者に対する周知強化、適切な対応の徹底に向けた働きか

け（制度融資において要件を充足する際、経営者保証の解除を事業者が選択できる環境の整備） 

④ 動産・債権担保融資（ＡＢＬ）制度利用促進のためのＰＲ展開の推進、ならびに保証料や担保

物件の評価費用に対する補助率の拡大 

⑤ 中小企業の私的整理手法はもとより、有事に至る前の中小企業と金融機関双方の取り組みにつ

いても記載している「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」の周知促進、中小企業活

性化協議会による再生支援の周知・利用促進 

⑥ 中小企業活性化協議会や「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」などに則った準則型

私的整理に基づく弁済計画について、「経営者保証に関するガイドライン」に基づく対応を行う

よう、東京信用保証協会に対して要請（ゼロ弁済での債務整理計画の積極的な活用等） 

⑦ 東京信用保証協会が再生ファンドへ求償権の不等価譲渡を行う際の手続き円滑化のため、東京

都の事前承認手続きの簡略化 

⑧ 廃業による「価値ある事業」の喪失回避に向けた、事業再編・事業統合の促進（新） 

⑨ Ｍ＆Ａに係る費用を補助する「事業承継支援助成金」の周知・利用促進 

⑩ 円滑な廃業と再チャレンジの早期決断に向けて、東京信用保証協会をはじめとした公的機関、

地域金融機関などのオール東京での支援強化（廃業の決断に必要となる事業再生や再チャレン

ジも含めた全体像の提示、各種施策の周知） 

⑪ 経営難に直面している中小企業の相談に対応する「倒産防止特別相談事業」の予算拡充 
 

 

 

※東商の取組（2023年度実績）  

○経営安定特別相談室：支援件数 91件 

○BSDセントラル拠点による経営改善支援：318社、901回支援 
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Ⅴ．世界に輝く都市の実現に向けた環境整備 

１．国際競争力向上に向けた都市政策の推進 

森記念財団都市戦略研究所が昨年 11 月に発表した「世界の都市総合力ランキング」によると、

東京は総合評価で、ロンドン・ニューヨークに次ぐ第 3 位であるが、第 4 位のパリとは僅差であ

り、パリに 3 位の座を奪われる可能性も指摘されている。分野別に見ると、「文化・交流分野」と

「交通・アクセス分野」において東京はこれら 4 都市の中で最下位に沈んでいる。 

「文化・交流分野」において、項目別ランキングで 30 位と世界の主要都市と比較して大きく後

れを取っているのが「ナイトライフ充実度」である。インバウンドの文脈においても東京の夜の

過ごし方への課題が指摘されて久しく、夜間の経済活動を活発化させる観点からもナイトライフ

の底上げが不可欠である。一方で、東京のまちが有する強みとしては、世界で広く人気を博して

いる漫画・アニメ等のサブカルチャーや江戸・東京が持つ歴史文化が挙げられる。近年のデジタ

ル化・ソーシャル化も相まって日本の文化と歴史が世界中に拡散され人気を得ている一方で、そ

れらの強みが都市戦略やまちづくりに十分に活かされているとは言い難い。「国際文化都市東京」

を実現すべく、東京が持っている「文化の力」を再認識し、東京の文化と歴史をまちづくりに活

かし、さらにその魅力を伸長すべく、世界をリードする積極的な取り組みを展開する必要がある。 

「交通・アクセス分野」においては、都市の基盤としての道路・鉄道・空港等のインフラ整備

による国内外ネットワークのさらなる充実はもとより、都市のレジリエンスを高めるため、まち

の整備などの取り組みが欠かせず、木密地域の延焼防止に向けた道路整備や無電柱化の早期整備

も必要である。 
 

【具体的要望内容】 

① ナイトタイムエコノミーの活性化に向けたビジョン・戦略の策定、法制度の整備（海外の先行

事例調査・都内事業者の実態調査の実施、多様なステークホルダーの声を取り入れた会議体の

運営と戦略策定、地域住民に配慮し安全・安心な暮らしの維持を前提とした法改正）（新） 

② 漫画・アニメと関連した地域おこしの強化、漫画・アニメの制作関連物の保護・保存（漫画や

アニメの歴史を活用したまちづくりの促進、公共エリアを含むまちなかでのイベント実施時の

公道使用等の柔軟化、原画を保存・展示する博物館等関連施設の整備）（新） 

③ 歴史文化を活かした景観整備・保存（固定資産税の減免による事業継続支援、保守修理費用の

支援） 

④ 道路整備の推進（木密地域の延焼防止に向けた特定整備路線の整備、無電柱化の着実な推進） 

⑤ 公開空地等の利活用の推進（公開空地等の面積要件の緩和、有料公益的イベントの日数制限の

緩和等） 
 
※東商の取組（2023年度実績）  

○「首都・東京の国際競争力強化に向けた都市政策等に関する要望」（7月、提出先：東京都知事等） 

○「東京都の災害・リスク対策に関する要望」（10月、提出先：東京都知事等） 

○「今が好機！補助金・助成金を活用した EV充電インフラ導入セミナー」講演会開催、49名参加 

○関東大震災 100年特別シンポジウム「復興に尽力した渋沢栄一と現代のリーダーに学ぶ～逆境の時こそ力を尽くす～」 

講演会開催、166名参加 

○「働く人のためのマイ・タイムライン作成セミナー」講演会開催、8名参加 

○「中小企業向けオールハザード型 BCP策定ガイド」発行（2024年 3月） 
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○「会員企業の防災対策に関するアンケート」の実施：回答企業 1,353社 

 

２．中小企業の事業継続と生産性向上に資する税制措置および納税環境の整備 

本年発表された都内の公示価格は、社会経済活動の回復を背景に３年連続で上昇した。コスト

増により厳しい環境下にある中小企業にとって過重な固定資産税負担を緩和するため、商業地に

係る固定資産税・都市計画税の軽減措置、および小規模非住宅用地の減免措置は引き続き延長す

るとともに、拡充、恒久化を検討すべきである。また、企業の前向きな投資活動を促進するため、

法人事業税・法人都民税の超過課税を撤廃すべきである。 

中小企業の業務効率化を推進する上では、都税や公金の電子納税の普及、東京都や周辺自治体

における個人住民税の特別徴収事務帳票や給与支払い報告書などの帳票様式の統一など、納税事

務負担の軽減を図るべきである。あわせて、個人住民税の現年課税化が検討されているが、税額

計算等に係る数多くの事務作業が発生し、企業に過度な納税負担の増加を招くことからも導入に

は反対である。 
 

【具体的要望内容】 

① 商業地などに係る固定資産税・都市計画税の条例減額措置（負担水準の 65％、税額の 1.1 倍）

の延長および拡充（負担水準の 60％までの引下げ）、小規模非住宅用地に係る２割減免措置の

拡充（減免割合の引上げ）および恒久化 

② 企業活動の拡大を阻害する法人事業税・法人都民税の超過課税の撤廃 

③ 東京都および周辺自治体における電子納税の普及促進 

④ 東京都および周辺自治体における個人住民税の特別徴収事務の帳票、特に給与支払い報告書の

様式統一に向けた取り組み促進 

⑤ 事業者の納税負担を増加させる個人住民税の現年課税化の導入見送り 

 

３．ツーリズム産業の基幹産業化に向けた支援 

国内外の人々の移動と交流が回復する中、2023 年の訪日客数はコロナ前の約 8 割にまで回復

し、2023 年の訪日外国人旅行消費額（速報）も 5.3 兆円と過去最高を更新するなど、堅調な回復

を見せている。今後も好調が続くことが見込まれる中、人手不足や観光需要の偏りが深刻化して

いる。ツーリズム産業の人手不足解消、さらには業界の働き方改革を進めるためには、「目的地の

偏り」と「時期・時間帯の偏り」の２つの観点による分散化・平準化が不可欠である。 

国は観光を通じた国内外との交流人口の拡大が成長戦略の柱、地域活性化の切り札であるとし

て、「第４次観光立国推進基本計画」を策定し、2030 年の外国人旅行者数 6 ,000 万人、インバウ

ンド消費額 15 兆円を目標に掲げており、幅広い裾野を持つツーリズム産業の基幹産業化に向け

た施策強化が求められる。高品質な製品・伝統工芸品などのブランド化・銘品化や歴史、文化、

芸術、スポーツなど東京の魅力を活かした観光コンテンツ開発・高付加価値化と発信強化、シビ

ックプライド（郷土愛）醸成に向けた文化教育拡充に取り組まれたい。 
 

【具体的要望内容】 

① 平日の旅行需要喚起に向けた、教育分野・企業等を巻き込んだ休み方改革の推進（新） 
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② レスポンシブル・ツーリズム（責任ある観光）の推進（旅行者に対する地域資源保全や地域の

ルール・マナーに関する意識啓発）（新） 

③ 地場産業や歴史・文化・芸術・スポーツ資源との連携による交流促進と情報発信の強化 

④ シビックプライド（郷土愛）醸成に向けた文化教育拡充 

⑤ 国内外から東京へのビジネス誘客促進（ＭＩＣＥの誘致・開催を受け入れるための通信インフ

ラ整備） 
 
※東商の取組（2023年度実績）  

○東京の魅力を伝える展示物産展「東京三昧 夏の陣」開催 

○観光情報デジタルブック「東京三昧カレンダー」発刊（３か月ごとに発刊） 

○「東京三昧カレンダー 特別号」発刊（11月、日本語版・英語版） 

○「ツーリズムＥＸＰＯジャパン 2023大阪・関西」出展 

○「ツーリズムＥＸＰＯジャパン 2023大阪・関西」視察会：７名参加 

○「愛媛県大洲・松山」視察会：10名参加 

○オンラインセミナー「東京におけるウェルネスツーリズムの可能性」：112名参加 

○「ツーリズム産業の基幹産業化に向けた東京の産業振興に関する重点要望」（６月、提出先：東京都知事等） 
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最近の我が国の経済状況は、物価が持続的に下落するデフレの状況から一

変、昨年来から急激な物価上昇が続いており、この機を捉え官民挙げて経済

の好循環、そして年内のデフレ脱却宣言を目指している。一方、これと並行

した日銀のマイナス金利解除、今後金利上昇が見込まれることから、企業の

借入に対する影響が懸念される状況でもある。また、世界から周回遅れと揶

揄されるⅮ✕化の遅れ、脱炭素化への取組、働き方改革への対応、さらに、

企業利益もままならないなかでの防衛的賃金引上げなど、中小企業を取り巻

く経営環境はますます厳しいものとなっている。  

とりわけ、経営基盤の弱い中小企業・小規模事業者には甚大な影響が及び、

資金繰りや事業承継難で廃業や倒産の増加が懸念される。こうした厳しい経

営環境の中で都内の中小製造業が活力を取り戻し事業継続していくために

は、都や国による支援策の拡充や継続が必要である。同時に事業者にあって

は、自ら生産現場の効率化や社員教育の強化、従来業務の見直しなどにより、

経営体質の強化改善を図っていかなければならない。  

中小企業における事業継続のためにも、将来を見据えた事業展開、人材確

保・育成など引き続き力強い支援の取り組みを切に要望いたします。  

 

【中小製造業に関する要望（重点要望）】  

１  現下の経営課題への各種支援について  

日銀の全国企業短観によれば、「大企業・製造業の業況判断指数（DI）は小

幅ながら２四半期ぶりに改善。原材料価格や人件費の上昇を価格転嫁する値

上げの動きは徐々に広がり、販売価格判断は（DI）中小でも４ポイント上昇

したが、深刻な人手不足や円安進行に伴う原材料高が企業経営を圧迫してい

る」と報告。実情としては、サプライチェーン（供給網）の末端に行くほど

価格転嫁が容易ではないものがあり、計画的な事業経営を図るべく先行きの

不安を払拭してもらいたい。  

ついては、以下の支援を要望いたします。  

(1)今後、コロナ禍に起因する各種支援の見直しや終了、また緊急融資等の返

済が始まると企業経営に支障を来しかねない。当分の間、経済活動に支障

のないよう適宜の見直しにより各種支援制度を継続実施されたい。  

(2)電力価格の上昇、原材料の高騰が事業経営を圧迫している。総合的な見地  

から安定的な中小企業経営に資する支援策を講じられたい。  

(3)原材料等価格上昇分、人件費等を十分に価格に転嫁できていない。中小企

業が適正に転嫁できるよう引き続き相談・支援策を講じられたい。  



 

2 

 

２  中小製造業の事業継続と取引拡大支援について  

 都内の中小製造業が事業継続を図っていくには、新製品や新技術開発、販

路の開拓など技術力や付加価値を高め生産性の向上や事業継続の取組が重

要である。しかし、多くの経営課題のある中での新たな取組には大きなリス

クと費用負担を伴うことから多岐にわたる支援が必要である。  

ついては、以下の支援を要望いたします。  

(1)各種支援事業の継続及び不断の見直しでより利用しやすい制度への拡充

を図られたい。  

(2)自社技術の用途開発や高度化に対するアドバイスから販路開拓までの資  

金、技術、人材等の一貫した支援体制を強化されたい。そのためにも相談  

窓口に有為・多様な人材を配置し効果的な伴走支援体制を構築されたい。 

(3)複数の企業（技術・特徴・得意分野を活かして）が技術力のネットワーク  

を活用して取り組むプロジェクトに対する支援の拡充強化及び異業種の  

集うマッチングの場を提供されたい。  

(4)中小企業・小規模事業者の活性化を図るため、DX、デジタル技術活用に

係る支援策を拡充してもらいたい。  

(5)中小企業経営者の高齢化などによる廃業は、高い技術やノウハウ、雇用の  

喪失となり、地域経済にとって大きな損失となることから、従業員や第三  

者への事業承継するためのマッチング、Ｍ＆Ａに関する支援、融資制度を  

拡充されたい。また、事業継続のための支援制度（税制、融資・助成）を

まとめたガイドブックの作成・内容の充実を図るなど事業の周知に努めら

れたい。  

  

３  ものづくり人材の確保と育成について  

 労働力人口の減少や高齢化が進行する中で中小製造業が企業活動を維持

するためには、多様な労働力の確保と定着、優秀な人材の育成が極めて重要

である。知名度の低い中小企業にとって企業広告、インターンシップ等によ

る新たな人材確保は難しいことから、既従業員に対する新技術の習得他、経

営環境の変化に対応していくための体制整備が必要である。就業人生が長く

なる今日、高年齢者の持つ豊かな経験や広い人脈を活かすためにも時代にあ

った能力開発が必要となっている。  

ついては、以下の支援を要望いたします。  

 

 




